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─────────────────────────────────────────── 

平成17年 第１回（定例）周 防 大 島 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             平成17年３月10日（木曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                         平成17年３月10日 午前９時30分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 施政方針並びに議案説明 

 日程第５ 報告第１号 専決処分の報告について（変更契約・法１８０条関係） 

 日程第６ 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第７ 議案第13号 平成１６年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）について 

 日程第８ 議案第14号 平成１６年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

について 

 日程第９ 議案第15号 平成１６年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 日程第10 議案第16号 平成１６年度周防大島町訪問看護事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 日程第11 議案第17号 平成１６年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 日程第12 議案第18号 平成１６年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

 日程第13 議案第19号 平成１６年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

について 

 日程第14 議案第20号 平成１６年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

について 

 日程第15 議案第21号 平成１６年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

 日程第16 議案第22号 平成１６年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第１号）につ

いて 

 日程第17 議案第23号 周防大島町個人情報保護条例の制定について 
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                          （説明・質疑・委員会付託「総務」） 

 日程第18 議案第24号 周防大島町安全安心まちづくり条例の制定について 

                          （説明・質疑・委員会付託「総務」） 

 日程第19 議案第25号 政治倫理の確立のための周防大島町長の資産等の公開に関する条例の

制定について        （説明・質疑・委員会付託「総務」） 

 日程第20 議案第26号 周防大島町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定につい

て             （説明・質疑・委員会付託「総務」） 

 日程第21 議案第27号 周防大島町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の

制定について        （説明・質疑・委員会付託「総務」） 

 日程第22 議案第28号 周防大島町報酬及び費用弁償条例の一部改正について 

 日程第23 議案第29号 周防大島町手数料徴収条例の一部改正について 

 日程第24 議案第30号 周防大島町農業集落排水処理施設設置及び管理条例の一部改正につい

て 

 日程第25 議案第31号 周防大島町商工業者特別融資に関する条例の一部改正について 

 日程第26 議案第32号 周防大島町営橘駐車場条例の一部改正について 

 日程第27 議案第33号 辺地総合整備計画の策定について 

 日程第28 議案第34号 周防大島町過疎地域自立促進計画（後期）の変更について 

 日程第29 議案第35号 平成１６年度平成１６年災岩浜護岸災害復旧工事の請負契約の締結に

ついて 

 日程第30 議案第36号 平成１６年度平成１６年災船越Ｃ護岸災害復旧工事の請負契約の締結

について 

 日程第31 議案第37号 土地の取得について 

 日程第32 議案第38号 市町村の廃置分合に伴う山口県市町村災害基金組合を組織する地方公

共団体の数の減少について 

 日程第33 議案第39号 山口県自治会館管理組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規約

の変更について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 施政方針並びに議案説明 
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 日程第５ 報告第１号 専決処分の報告について（変更契約・法１８０条関係） 

 日程第６ 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第７ 議案第13号 平成１６年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）について 

 日程第８ 議案第14号 平成１６年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

について 

 日程第９ 議案第15号 平成１６年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 日程第10 議案第16号 平成１６年度周防大島町訪問看護事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 日程第11 議案第17号 平成１６年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 日程第12 議案第18号 平成１６年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

 日程第13 議案第19号 平成１６年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

について 

 日程第14 議案第20号 平成１６年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

について 

 日程第15 議案第21号 平成１６年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

 日程第16 議案第22号 平成１６年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第１号）につ

いて 

 日程第17 議案第23号 周防大島町個人情報保護条例の制定について 

                          （説明・質疑・委員会付託「総務」） 

 日程第18 議案第24号 周防大島町安全安心まちづくり条例の制定について 

                          （説明・質疑・委員会付託「総務」） 

 日程第19 議案第25号 政治倫理の確立のための周防大島町長の資産等の公開に関する条例の

制定について        （説明・質疑・委員会付託「総務」） 

 日程第20 議案第26号 周防大島町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定につい

て             （説明・質疑・委員会付託「総務」） 

 日程第21 議案第27号 周防大島町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の

制定について        （説明・質疑・委員会付託「総務」） 

 日程第22 議案第28号 周防大島町報酬及び費用弁償条例の一部改正について 
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 日程第23 議案第29号 周防大島町手数料徴収条例の一部改正について 

 日程第24 議案第30号 周防大島町農業集落排水処理施設設置及び管理条例の一部改正につい

て 

 日程第25 議案第31号 周防大島町商工業者特別融資に関する条例の一部改正について 

 日程第26 議案第32号 周防大島町営橘駐車場条例の一部改正について 

 日程第27 議案第33号 辺地総合整備計画の策定について 

 日程第28 議案第34号 周防大島町過疎地域自立促進計画（後期）の変更について 

 日程第29 議案第35号 平成１６年度平成１６年災岩浜護岸災害復旧工事の請負契約の締結に

ついて 

 日程第30 議案第36号 平成１６年度平成１６年災船越Ｃ護岸災害復旧工事の請負契約の締結

について 

 日程第31 議案第37号 土地の取得について 

 日程第32 議案第38号 市町村の廃置分合に伴う山口県市町村災害基金組合を組織する地方公

共団体の数の減少について 

 日程第33 議案第39号 山口県自治会館管理組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規約

の変更について 

────────────────────────────── 

出席議員（25名）  

１番 安本 貞敏君       ２番 伊東 梅芳君 

３番 土手 正喜君       ４番 平野 和生君 

５番 荒川 政義君       ６番 浜戸 信充君 

７番 杉山 藤雄君       ８番 神岡 光人君 

９番 田村 三郎君       10番 伊藤 秀行君 

11番 武政 輝夫君       12番 平村 真成君 

13番 魚谷 洋一君       14番 松井 岑雄君 

15番 黑田 壇豊君       16番 広田 清晴君 

17番 魚原 満晴君       19番 木村  潔君 

20番 中本 博明君       21番 平川 敏郎君 

22番 田中隆太郎君       23番 小田 貞利君 

24番 尾元  武君       25番 久保 雅己君 

26番 新山 玄雄君                 

────────────────────────────── 
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欠席議員（１名） 

18番 冨田 安英君                 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 山内 章弘君     議事課長 木元 真琴君 

書  記 河井 敏博君     書  記 松岡 正子君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 中本 冨夫君   助役 …………………… 椎木  巧君 

収入役 ………………… 吉村 正晴君   教育長 ………………… 平田  武君 

公営企業管理者 ……… 川田 昌満君   総務部長 ……………… 村田 雅典君 

総務課長 ……………… 吉田 芳春君   総合政策課長 ………… 坂本  薫君 

財政課長 ……………… 奈良元正昭君   健康福祉部長 ………… 馬野 正文君 

産業建設部長 ………… 岡村 春雄君   環境生活部長 ………… 田村  博君 

久賀総合支所長 ……… 野口 菊義君   大島総合支所長 ……… 山本  治君 

東和総合支所長 ……… 田中  健君   橘総合支所長 ………… 中河 美昭君 

教育次長 ……………… 布村 和男君   公営企業局総務部長 … 横山 充生君 

企画課長 ……………… 中野 守雄君   税務課長 ……………… 橋本 澄夫君 

契約監理課長 ………… 平田 好男君   下水道課長 …………… 嶋元 則昭君 

────────────────────────────── 

午前９時30分開会 

○議長（新山 玄雄君）  皆さん、御出席いただきましてありがとうございます。 

 ただいまから平成１７年度第１回周防大島町議会定例会を開会をいたします。 

 なお、冨田議員よりインフルエンザのため、欠席の通知をいただいております。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配布してあるとおりでございます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。今期定例会の署名議員は、

会議規則１２０条の規定により、５番、荒川政義議員、６番、浜戸信充議員を指名いたします。 
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────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、去る３月３日開催の議会運営委員会において、協議

の結果、お手元に配布してある会期日程のとおり、本日から３月２３日までの１４日間といたし

たいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期はお手元に配布して

ある会期日程のとおり、本日から３月２３日までの１４日間とすることに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（新山 玄雄君）  日程第３、諸般の報告を行います。 

 昨年の１２月定例会以後の諸般について御報告いたします。 

 まず、地方自治法第２３５条の第２第３項の規定に基づき、監査委員より例月現金出納検査の

結果の報告がありましたので、お手元にその写しを配布いたしております。なお、今回の報告で

は、合併前の旧４町及び一部事務組合等の平成１６年９月分と、新町発足後の一般会計、特別会

計及び公営企業会計にかかる現金出納検査の１０月から２月までの実施分についての報告であり

ます。 

 次に、本議会に提出されました請願、陳情・要望について、「公務員給与構造の見直し」に関

する陳情書ほか計３件を受理いたしました。議会運営委員会においてそのお諮りをいたしました

結果、いずれも議員配布と決定いたしましたので、お手元にその写しを配布いたしておりますの

で御高覧ください。 

 続いては、系統議長関係及び一部事務組合関係について、その状況を御報告いたします。 

 去る１月２０日、山口市の翠山荘において山口県町村議会議長会の定期総会が開催されました。 

 １７年度の事業計画の中で、議員研修として５月１８日指導者研修会を、８月には実務者研修

会が予定されております。今回の定例会において議員派遣の御議決をいただくものもございます

のでよろしくお願いいたします。 

 また、合併の進展に伴い、本会の加入町村の実態を見ますと、昨年度末４０町村であったもの

が１７年度末では２０町村に、さらに１８年度末には１桁の６から９町となる見込みであります。 

 こうした状況下で、本会の存続はと、気にかかるところであろうかと存じますが、議長会では、

町村がある限り、存続させたいと切望するところでございますが、会費の増高負担も含め、検討

部分も多く、１７年度中に会の存亡について、結論を出すことといたしているところであります。 
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 次に、山口県離島振興町村議会議長会の定期総会の決定事項について、県内４町のみとなりま

した本会でありますが、離島の生活条件等の面において、本土との間に依然として著しい格差が

存在していることを鑑みますと、本会の役割はこれからが重要であり、このまま存続させ、離島

振興のために、国、県への陳情・要望活動を積極的に展開するとともに、離島を抱える町が相互

協力し、豊かな島づくりを推進していこうと誓いあったところであります。 

 続いて、柳井広域にかかる３つの一部事務組合議会関係での喜ばしい御報告をさせていただき

ます。 

 それぞれに昨年の１２月定例会において副議長の選出選挙が行われ、柳井地区広域消防組合議

会においては、平村真成議員が、柳井地区広域事務組合議会では、尾元武議員が、柳井地区広域

水道企業団議会では、神岡光人議員が、それぞれの議会において、満場一致の賛成を得ての御就

任をされました。 

 御当人はもとより、本町議会といたしましても、まことに名誉であり御同慶に存ずるところで

あります。 

 次に、町人会関係ですが、１月１６日の東京久賀町人会へ、平川議員、伊藤秀行議員が、また

２月６日の関西橘同郷会には、安本議員、平野議員、武政議員、魚原議員、中本議員が、旧町出

身の議員として、それぞれの会へ御出席いただき、親善大使として町の最新の情報を届けられる

とともに、旧交を温めらましたことに敬意と感謝を申し上げるところでございます。 

 また、２月２０には、新生・周防大島町を祝福するかの如くに、広島在住の周防大島町出身の

方々の御尽力により、広島町人会が設立され、総会が開催されましたことまことに御同慶に存ず

るところであります。 

 広島と大島は経済活動圏域、生活圏域において大変蜜であり、今後の交流において重要かつ有

意義なものとなってくると期待するものであります。 

 本会のますますの発展を願うとともに、今回御出席、御協力いただきました議員各位にお礼を

申し上げます。 

 最後に、慶弔に関しまして、１月２０日山口市の翠山荘で開催された県町村議長会の定期総会

において、武政輝夫議員及び前久賀町議会議員の中野正良さんが、山口県町村議会議長会より、

町議会議長として５年以上在職をされ、功労のあったものとして表彰を受けられました。 

 また、２月９日の全国会定期総会において、武政輝夫議員と私、新山玄雄が、議員として

３０年以上在職し、功労があった者として自治功労賞を授与いたしました。 

 身に余る光栄と存ずるとともに、今後ますますの精進を重ね、地域自治、地方自治の発展に努

力してまいりたいと心新たにしているところでございます。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 
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────────────・────・──────────── 

日程第４．施政方針並びに議案説明 

○議長（新山 玄雄君）  日程第４、施政方針ならびに議案の説明に入ります。 

 町長より施政方針並びに議案の説明を求めます。中本町長。 

○町長（中本 冨夫君）  おはようございます。平成１７年第１回周防大島町議会定例会を招集い

たしましたところ、議員各位におかれましては、御多忙な折にもかかわりませず、御参集を賜り

厚くお礼を申し上げます。 

 平成１７年度一般会計予算をはじめ、町政の重要案件につきまして、御審議をいただくに当た

り、新生「周防大島町」町政運営に関する所信の一たんを申し述べ、町議会並びに町民の皆様の

御理解と御協力をお願いを申し上げる次第でございます。 

 さて、大島郡４町では、平成の大合併が急速に推進される中で、「大島はひとつ」との考えの

もとに、平成１４年１０月法定合併協議会を設置し、町民の皆様や町議会の深い御理解に支えら

れ、２年間にわたる協議を進めてまいりました結果、昨年１０月１日、県内では周南市に次いで

２番目の新設合併による「周防大島町」が誕生いたしました。 

 私は、合併後の町長選挙におきまして、町民各位の絶大なる御支援を賜り、初代の周防大島町

長として町政を担当することになりました。まことに光栄に存じますとともに、その責務の重大

さに日々身の引き締まる思いがいたしております。 

 今、日本は明治維新、第２次世界大戦に次ぐ第三の変革期にあるといわれております。 

 かつてのこれらの変革は、いずれも強い外圧により、既存の価値観をみじんに打ち砕かれなが

らも、我が国はみずからの勤勉と努力により、国民だれもが日本は大きく変わる、大きく発展す

ると信じ、現在の繁栄を遂げてまいりました。 

 しかしながら、今日の社会状況は、急速な少子高齢化、情報化、グローバル化、未曾有の財政

危機などの非常事態ともいえる状況であり、だれもが大変だとは思いながら、平常を揺るがすほ

どの衝撃とは受け取られず、構造改革も道半ばであります。 

 私は、４０数年にわたり地方議会、地方行政に携わってまいりましたが、「変化に対応できな

ければ生き残れない」との思いを、最近、特に強くいたしております。 

 その意味からも、今回の合併は、大島郡４町の生き残りを賭けた決断であったと考えておりま

す。地方分権が進展をし、一方では、今後ともさらに厳しくなると予測される財政環境のもとで、

行政組織や機構の簡素化、外郭団体の見直しなどを積極的に推進をし、町民の幸せを担う周防大

島町を構築していくことが、今後、私を含めた議員全体の使命、責務であると決意を新たにして

いるところでございます。 

 大きな変革のときにある現代社会におきまして、多くの課題が複雑化、多様化する中で、行政
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のみならず、住民団体やＮＰＯなどさまざまな主体が地域の課題に取り組む動きが出てきており

ます。 

 地域のことは地域で考え、みずからが責任を持って、魅力ある地域づくりを進めていくという

分権型社会へ移行しつつあり、時代は官から民へ、中央から地方へと大きく転換しつつあります。 

 こうした中、地方自治体には住民の多様なニーズ、社会的変動などを的確に把握をし、しっか

りとした住民福祉の向上を目指した戦略を確立していくことが求められており、新生周防大島町

の役割と責任は、ますます重要になっていると認識をしております。 

 私は、真の地方自治は、住民の主体的な意思と責任に基づいて、形成されるべきであると考え、

「町民こそ町づくりの主人公」との理念を基本にし、町民の皆様の積極的な参画、協働のもとに

周防大島町の創造に努めてまいります。 

 また厳しい財政状況下においても、耐えうる財政の健全化に積極的に取り組んでまいります。 

 我が国の経済情勢は、景気回復基調にあるものの、完全失業率は、依然として高い水準にあり、

加えて緩やかなデフレ傾向が続くなど、依然として予断を許さない状況にあります。 

 このような経済の影響を受け、地方自治体を取り巻く環境は非常に厳しい状況が続いておりま

す。国においては「三位一体の改革」のもと、国庫補助金の見直し、税源移譲、地方交付税改革

が進められておりますが、これらが地方財政に与える影響は非常に大きいものがあります。 

 特に、平成１７年度の地方交付税総額は国全体としては、かろうじて前年度の額を確保された

ところでありますが、普通交付税額に臨時財政対策債を加えました合計額と、普通交付税のピー

クであった平成１２年度を比較をいたしますと、約１０億円もの大幅な減額となっており、町財

政に大きな影響を与えております。 

 合併し、周防大島町になりましても、新たな歳入増が見込める状況にはなく、主権者、受益者、

納税者としての町民が満足する町づくりを実現するためには、限られた財源を有効に使い、住民

にとって必要不可欠なサービスを提供することが求められております。そのためには、必然的に

「あれもこれも」というサービスの肥大化を防ぎながら、重点的な分野に資源投入を図る「あれ

かこれか」の選択が迫られるのであります。 

 行政サービス全般にわたる抜本的な見直しが求められる中、公共事業再評価システムを整備を

し、公共事業の見直しを行うなど、周防大島町としてなすべき事業を明確にしてまいりたいと考

えております。 

 また、今年度策定を予定しております総合計画及び行政改革大綱の策定と並行しまして、簡素

で効果的、効率的な行政運営の仕組みをつくるため、民間経営の手法を取り入れ企画・実施・評

価のシステムの確立する行政評価システムの導入、構築についても検討を進めてまいりたいと考

えております。 

- 11 - 



 さて、政府は、平成１７年度の予算編成の基本方針を平成１６年１２月３日に閣議決定をいた

しました。 

 平成１７年度予算は、改革断行予算を継続をし、歳出全体を厳しく見直し、大胆な質的改善を

図るとし、地方財政については、制度・施策の見直しを行うとしております。 

 国と地方に関する「三位一体改革」を推進することによりまして、地方の権限と責任を大幅に

拡大をし、歳入・歳出両面での地方の自由度を高めることで、真に住民に必要な行政サービスを

地方がみずからの責任で、自主的、効率的に選択できる幅を拡大するとともに、国・地方を通じ

た簡素で効率的な行財政システムの構築を図るとしております。 

 国庫補助負担金改革については、平成１７年度及び１８年度予算において、３兆円程度の廃止、

縮減等の改革を行う。税源移譲は、平成１６年度に所得譲与税及び税源移譲予定特例交付金とし

て措置をした額を含め、おおむね３兆円規模を目指す。この税源移譲は所得税から個人住民税へ

の移譲によって行うものとし、個人住民税所得割りの税率をフラット化することを基本として実

施する。あわせて国・地方を通じた個人所得課税の抜本的見直しを行う。また、地域間の財政力

格差の拡大について確実な対応を図るとしております。 

 次に、山口財務事務所が今年１月に発表いたしました県内の経済情勢でありますが、公共事業、

住宅建設は前年を下回り、個人消費も弱い動きが続いているものの、輸出は引き続き増加をし、

１６年度の企業の設備投資は前年度を上回る見込みとなっております。 

 こうした需要動向の中、生産活動は高水準で推移をしており、１６年度の企業収益は製造業、

非製造業ともに増益見込みとなっているほか、景況感や雇用情勢も改善の動きが続いている。 

 このように県内経済は持ち直しの動きが続いているとしており、山口県の１７年度当初予算編

成も厳しい財政状況の中、新たな視点に立った県政集中改革を推進するとともに「今なすべきこ

とは何か」に重点を置いた施策の選択と集中を図っていかなければならないとしております。 

 このような国・地方を取り巻く経済情勢のもとで、本町の財政及び経済状況も非常に厳しいと

ころでありますが、昨年１０月に合併をして初めての通年予算の編成に当たったところでありま

す。 

 編成に当たっては、本町の財政状況を十分認識のうえ、合併効果の早期実現を図るため、業務

の見直しや費用対効果によるコスト意識の徹底、防災体制の早期確立、台風被害からの早期復旧、

旧町からの引継ぎ事業の実施、合併前に取り決めをした事項についての事業推進などを考慮をし

て編成をいたしました。 

 厳しい財政状況でありますが、行財政改革を年次的に推進し、財政の健全化を早期に快復をし

ていきたい所存でございます。 

 議員各位におかれましては、御理解と御協力を賜りますよう心からお願いを申し上げる次第で
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ございます。 

 それでは、議案第１号から御説明を申し上げますが、平成１７年度周防大島町一般会計予算の

概要について御説明をいたします。 

 予算総額は歳入歳出それぞれ１６６億６,０００万円となっており、合併前の旧４町予算を合

計した前年度当初予算比では６９０万円の増となっております。 

 まず歳入についてでありますが、町税が１.８％増の１３億６,６６１万４,０００円、地方交

付税が４.１％増の８２億９,３００万円、国庫支出金が５５.５％増の１０億８,０８１万

８,０００円、県支出金が８.３％減の１５億４,３７７万８,０００円、繰入金が５６.７％減の

４億３,９３０万１,０００円、町債が１８.３％増の２６億６,５７５万円で歳入全体に占める町

債依存度は１６％、町債残高は昨年末までで２６５億５,６４９万７,０００円になる見込みであ

ります。 

 歳出について御説明をいたします。 

 人件費は、０.１％減の２８億８,１３４万９,０００円であります。特に人件費においては、

合併の効果が如実に反映するところでありますが、減額率が少ない理由といたしまして、合併前

の一部事務組合等では補助費であったものが、合併によりまして一般会計になっており、単純な

比較は困難であることによります。 

 扶助費は５.８％減の１１億１,６２６万４,０００円、公債費は１０.５％減の３１億

３,３９９万５,０００円で、人件費、扶助費、公債費を合わせました義務的経費が５.８％減の

７１億３,１６０万８,０００円、投資的経費につきましては、普通建設事業費が１４.１％増の

３４億１,２４９万２,０００円、災害復旧事業費が４億１,５６４万円であります。 

 合併前の旧４町とも財政基盤はいずれも脆弱で、今回の合併によるスケールメリット等の効果

がすぐにあらわれることは困難な状況にあり、財政的には厳しい状況であります。 

 したがって、新年度予算の収支の不足を補うために、財政調整基金を１億３,５５６万

８,０００円、地方債の償還に当てるための減債基金を１億５,４７３万３,０００円、地域振興

に当てるためふるさと振興基金１億円を取り崩すなど、基金からの４億３,９３０万１,０００円

を見込んでおります。 

 主な合併補助金、合併特例債充当事業として、東和庁舎等の建設調査事業、防災行政無線整備

事業、一般廃棄物処理施設建設事業、斎場建設事業、長期計画策定事業等を見込んでおります。 

 平成１７年度は、新町、町づくりのスタートの年であり、新年度の町政運営は周防大島町の重

要な基盤になるものであると確信をしております。 

 そこで、新町建設計画の将来像として掲げられた「元気 にこにこ 安心で２１世紀にはばた

く先進の島」の実現に向け、次の取り組みを推進をしてまいります。 
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 まず「元気のあるまちづくり」でございますが、第１に「元気のあるまちづくり」といたしま

しては、防災対策に取り組んでまいります。 

 中でも、防災情報の伝達手段といたしまして、町内全般に防災行政無線を整備を行ってまいり

ます。昨年は、国内及び諸外国において、台風、大規模浸水、地震、大津波と多くの災害が発生

をし、多くの犠牲者が出ました。 

 このような災害の様子は、テレビや新聞の報道を通じて、町民の皆様も御存じのとおりであり

ます。具体的な防災対策と発生時の対応方法といった情報を合わせて提供伝達することが重要で

あり、停電時にも利用可能な防災行政無線を町内全域に整備をすることが必要であります。 

 年次計画的な整備となりますが、１７年度は、屋外放送施設の整備を予定しております。次年

度以降、全世帯に個別受信機を設置をし、屋内でも防災情報を受けることができますよう整備を

進めてまいります。 

 また、防災知識の習得と災害に対する事前対策のための訓練も非常に重要であります。そのた

め、本年１１月６日に山口県総合防災訓練を周防大島町で実施する計画であります。町民の皆様

の御参加をお願いするものでございます。 

 また、新町としての地域防災計画の策定、山口県で唯一、指定地域となっております東南海・

南海地震対策推進計画の周知、民間住宅耐震診断、各小中学校の耐震診断を実施してまいります。 

 また、昨年の台風被害の災害復旧を進め、１７年度中には被災箇所すべての復旧を完了する予

定であります。 

 第２に、「にこにこのあるまちづくり」として、旧町時代からの永年の懸案でありました一般

廃棄物最終処分場及びリサイクルプラザ並びに斎場の建設に着手をいたします。いずれの施設も

旧町時代から緊急性、必要性とも最優先に掲げられておりました事業であります。合併特例債充

当事業として進めてまいります。 

 また町内６地区において、下水道整備を進めてまいりますとともに、供用開始をしている５地

区の下水道処理施設の適正な維持管理に努めてまいります。 

 また非常に御要望の強い下水道事業につきまして、町内全域を対象に下水道整備の長期計画と

なります下水道汚水処理構想の策定を行う予定にしております。 

 また教育関係でありますが、学校安全対策として、防犯スプレーや防犯ブザーの配布を予定を

しておりますともに、教育委員会事務局や小中学校教育の充実を図るため、指導主事の増員を予

定をしております。 

 町内には小中学校合わせて２３校がありますが、その多くが小規模校であります。学校統合の

問題については、学校の適正規模、学区、通学の利便性、校舎の耐震性、保護者や地域住民の御

意見等、検討すべき課題は多種多様なものがありますが、合併後の今こそ、本格的な検討に入ら
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なければならないと考えております。 

 児童、生徒の教育効果を勘案しながら、保護者、地域の皆様とともに、広範な議論を進めてま

いりたいと考えております。 

 第３に「安心のあるまちづくり」といたしましては、現在５０床の介護老人保健施設「さざな

み苑」の３０床増床に着手をいたします。 

 本施設は、平成１２年オープン以来満床で、現在も７７名の待機者がいる状況であります。高

齢者や介護認定者の多くを住民に持つ周防大島町として、リハビリを行いながら在宅復帰を目指

す非常に重要な施設であります。多くの関係者から、施設の拡充、整備についての要望を受けて

いるところでございます。 

 また、福祉タクシーの拡充、乳幼児医療費単独助成の拡充、脳ドック拡充等、保健福祉の充実

に努めてまいります。 

 また先般、町章、町花、町木などの募集を行いましたが、これらの発表に合わせて、６月中旬

に合併記念行事を開催する予定であります。 

 新町の誕生を町民の皆様とともに喜び、新町の発展を願い、子供たちにも感動を与えるような

心のこもった記念行事にしてまいりたいと思っております。 

 議案第２号でございますが、平成１７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計予算は、一般

会計から４億７０３万６,０００円を繰り入れ、歳入歳出それぞれ３０億４,８７３万４,０００円

となっており、前年度の当初予算比４.２％の増額となっております。 

 議案第３号は、平成１７年度周防大島町老人保健事業特別会計予算は、一般会計から３億

６,５３４万５,０００円を繰り入れ、歳入歳出それぞれ５０億３,７７１万７,０００円となって

おり、前年度当初予算比２.０％の増額となっております。 

 議案第４号は、平成１７年度周防大島町介護保険事業特別会計予算では、一般会計及び基金か

ら４億８３８万円を繰り入れ、歳入歳出それぞれ２５億７,２５３万２,０００円となっており、

昨年度までは周防大島広域連合がありましたので、予算上は皆増となっております。 

 議案第５号平成１７年度周防大島町訪問看護事業特別会計予算は、一般会計から１,０４５万

６,０００円を繰り入れ、歳入歳出それぞれ２,６０２万９,０００円となっており、前年度当初

予算比５.４％の増額となっております。 

 議案第６号平成１７年度周防大島町簡易水道事業特別会計予算は、一般会計から５億７,２６１万

５,０００円を繰り入れ、歳入歳出それぞれ９億６,９５７万円となっており、前年度当初予算比

９.８％の減額となっております。 

 議案第７号平成１７年度周防大島町下水道事業特別会計予算は、一般会計から２億６,７１５万

４,０００円を繰り入れ、歳入歳出それぞれ５億２９６万３,０００円となっており、前年度当初

- 15 - 



予算比１.９％の増額となっております。 

 議案第８号平成１７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計予算は、一般会計から１億

５,０１２万６,０００円を繰り入れ、歳入歳出それぞれ１５億４,３９０万１,０００円となって

おり、前年度当初予算比１７.５％の増額となっております。 

 議案第９号は、平成１７年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計予算は、一般会計から

３,９０１万７,０００円を繰り入れ、歳入歳出それぞれ４,１８１万円となっており、前年度当

初予算比１７.５％の減額となっております。 

 議案第１０号平成１７年度周防大島町渡船事業特別会計予算は、一般会計から１,６２８万

５,０００円を繰り入れ、歳入歳出それぞれ８,１６５万７,０００円となっており、前年度当初

予算比４.２％の増額となっております。 

 議案第１１号平成１７年度周防大島町交通災害共済事業特別会計予算は、歳入歳出それぞれ

１,０８０万円となっており、前年度当初予算比２２.８％の減額となっております。 

 なお、一般会計と特別会計──企業会計を除きますが──を合わせた平成１７年度予算総額は

３０４億９,５７１万３,０００円となっております。前年度当初予算比１０.６％の増額となっ

ております。 

 議案第１２号は平成１７年度の周防大島町公営企業局会計予算は、それぞれ各施設の業務の予

定量を見込み、収益的収支及び資本的収支を定めたもので、収益的収入では４２億８,６６０万

８,０００円とし、収益的支出では４１億９,９４４万円としたものであります。前年度当初比で

は、収入では７.７％、支出では２.６％の減額となっております。 

 議案第１３号平成１６年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）は、既定の予算から

９,６０３万円を減額をし、予算の総額を１１７億１,０１５万８,０００円とするとともに、地

方債の補正を行うものであります。 

 歳入の主なものは、国庫支出金の増額、町税、県支出金、町債の減額でありそれぞれ確定見込

みによるものであります。歳出については、それぞれの事業確定見込みに伴う調整が主なもので

ございます。 

 議案第１４号平成１６年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、既定

の予算から８,２５１万７,０００円を減額をし、予算の総額を１９億５,１１７万円とするもの

でございます。歳入の主なものは国民健康保険税、国庫支出金の減額、歳出の主なものは保険給

付費、老人保健拠出金等の確定見込みに伴う調整が主なものでございます。 

 議案第１５号平成１６年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、既定の予

算から６,５３８万４,０００円を減額し、予算の総額を１５億９,６７８万６,０００円とするも

のであります。歳入の主なものは、国庫支出金、支払基金交付金、他会計からの繰入金の減額、
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歳出の主なものは保険給付費の確定見込みに伴う調整が主なものでございます。 

 議案第１６号平成１６年度周防大島町訪問看護事業特別会計補正予算（第１号）は、既定の予

算に３万２,０００円を追加をし、予算の総額を１,２８３万８,０００円とするものでございま

す。内容は、歳入の調整及び歳出では人件費の確定に伴うものでございます。 

 議案第１７号平成１６年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）は、既定の予

算に２６１万３,０００円を追加をし、予算の総額を７億８,３２８万３,０００円とするもので

あります。歳入の主なものは他会計からの繰入金の減額、諸収入の増額であり、歳出の主なもの

は、事業費の確定見込みに伴うものでございます。 

 議案第１８号平成１６年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、既定の予算

から２２５万３,０００円を減額をし、予算の総額を４億６,１７９万２,０００円とするもので

あります。歳入の主なものは使用料及び手数料の減額、他会計からの繰入金の増額であります。

歳出は事業費の確定見込みに伴うものであります。 

 議案第１９号平成１６年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）は、既定

の予算から６４１万５,０００円を減額をし、予算の総額を１１億９,４４２万２,０００円とす

るものであります。歳入の主なものは他会計からの繰入金の増額、諸収入及び町債の減額であり、

歳出は事業費の確定見込みに伴うものであります。 

 議案第２０号平成１６年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）は、確定

の予算に１５万４,０００円を追加をいたしまして、予算の総額を２,８５９万４,０００円とす

るものであります。歳入は他会計からの繰入金の増額、歳出は事業費の確定見込みに伴うもので

あります。 

 議案第２１号平成１６年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号）は、既定の予算に

８万１,０００円を追加をし、予算の総額を４,３４８万円とするものであります。歳入の主なも

のは、国庫支出金の減額、他会計からの繰入金の増額、歳出は事業費の確定見込みに伴うもので

ございます。 

 議案第２２号平成１６年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第１号）は、それぞれ各

施設の業務の予定量を確定と見込み、補正をするものであります。収益的収入では２億２,７３６万

６,０００円補正をし、合計を２６億３,８８５万円とし、収益的収支では１億８,４６７万円追

加をし、合計を２３億３,０３３万４,０００円とするものでございます。 

 議案第２３号は周防大島町個人情報保護条例の制定についてであります。平成１５年５月

３０日に公布された「個人情報の保護に関する法律」「行政機関の保有する個人情報の保護に関

する法律」が、平成１７年４月１日から施行されるため、これに合わせて条例を整備をし、制定

するものでございます。 
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 議案第２４号は、周防大島町安全安心まちづくり条例の制定についてであります。犯罪、事故

等を未然に防止をし、まちづくりの基本理念と、町、町民及び事業者の役割及び基本的な事項を

定め、安全安心で住みよい周防大島町の実現に寄与するための条例整備であります。 

 議案第２５号は、政治倫理の確立のための周防大島町長の資産等の公開に関する条例の制定に

ついてであります。 

 本案は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開に関する法律が平成５年に施行をさ

れ、市町村長の資産等の公開につきましても、所用の条例を制定しなければならないと義務づけ

られており、旧４町でも同様の内容で条例化されておりました。今回、周防大島町長の資産等の

公開について、必要な条例を整備し制定するものでございます。 

 議案第２６号周防大島町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定についてでありま

す。 

 今年４月１日から施行される地方公務員法第５８条の２の規定は、地方公共団体における人事

行政の運営等の状況を住民に公表することによりまして、その公平性、透明性を高めることを趣

旨とするものであり、今回、その公表を行うために必要な条例を整備をし制定するものでござい

ます。 

 議案第２７号は、周防大島町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定に

ついてであります。 

 このたび地方自治法の財務会計制度が一部改正されることに伴いまして、本町といたしまして

もこれに合わせまして条例を整備し制定するものでございます。 

 議案第２８号は、周防大島町報酬及び費用弁償条例の一部改正についてであります。 

 このたび、個人情報保護審査会委員を初めとした４つの委員会委員を条例の別表に加えまして、

報酬の支払いをするために条例の一部を改正するものでございます。 

 議案第２９号は、周防大島町手数料徴収条例の一部改正についてであります。 

 船員法の規定によりまして市町村が処理する事務に関する政令が改正になり、船員事務のうち

僱入契約公認の手数料が無料となるため所要の改正を行うものでございます。 

 議案第３０号は、周防大島町農業集落排水処理施設設置及び管理条例の一部改正についてであ

ります。 

 このたび、周防大島町農業集落排水施設のうち日良居浄化センターの対象処理区域の管路工事

が順次完成したことに伴いまして、５条関係の別表に処理区域の名称を追加するものでございま

す。 

 議案第３１号は、周防大島町商工業者特別融資に関する条例の一部改正についてございます。 

 本案は、周防大島町商工業者特別融資に関する条例の第５条貸付金最高限度額について、現行
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の融資金額では経営、運営上困難な状況から脱却する力に乏しいとの見解があり、融資の増額要

望が強いことから、限度額について現行の２００万円を３００万円に改正をするものでございま

す。 

 議案第３２号は、周防大島町営橘駐車場条例の一部改正についてであります。 

 旧橘町の日良居支所については、建物等の老朽化のため解体をしたところでありますが、この

たびその跡地を駐車場として整備をし、周辺住民の利用に供することといたしました。つきまし

ては、所要の名称等の一部改正を行いまして、条例として整備をしようとするものであります。 

 議案第３３号は、辺地総合整備計画の策定についてであります。 

 本計画期間は、平成２１年度までの５年間であり、浮島と情島の２地区それぞれの辺地にかか

わる公共的施設の総合整備計画を策定するものでございます。 

 議案第３４号は、昨年１２月議会において議決をいただきました周防大島町過疎地域自立促進

計画──後期でございますが──の事業内容に、事業名称変更及び事業の追加をし、計画変更を

するものでございます。 

 議案第３５号は、平成１６年度平成１６年度の災岩浜護岸災害復旧工事の請負契約の締結につ

いてであります。 

 指名競争入札の結果、周防大島町東安下庄のユタカ工業株式会社が落札をいたしましたので、

この業者と工事請負契約の締結するため、議会の議決をお願いするものでございます。 

 議案第３６号は、平成１６年度平成１６年災船越Ｃ護岸災害復旧工事の請負契約の締結につい

てであります。 

 指名競争入札の結果、周防大島町外入の白木産業株式会社が落札をいたしましたので、この業

者と工事請負契約の締結をするため、議会の議決をお願いするものでございます。 

 議案第３７号は、土地の取得についてであります。 

 沖浦東地区の農業集落排水施設整備にかかる処理場用地について、このたび町と土地所有者と

の間で売買の合意に達しましたので、議会の議決をいただき土地を取得しようとするものであり

ます。 

 議案第３８号は、市町村の廃置分合に伴う山口県市町村災害基金組合を組織する地方公共団体

の数の減少についてであります。 

 昨年１０月の本町の合併から今年３月の長門市の合併までの市町村の合併再編異動にかかる加

入脱退について議会の議決をお願いするものでございます。 

 議案第３９号は、山口県自治会館管理組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規約の変更

についてであります。 

 県内の市町村合併によりまして地方公共団体の数が変動したため、同組合を組織する団体を全
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市町村とし、それに伴い規約を変更しようとするものであり、議会の議決をお願いするものでご

ざいます。 

 以上が、議案関係であります。 

 議案書のつづりが前後いたしますが、報告１件、諮問１件を提案をしておるわけでございます。 

 その一つの報告第１号でございますが、専決処分の報告については、議会の委任による専決処

分の指定の範囲内における工事請負変更契約を、専決処分により締結いたしましたので御報告す

るものでございます。 

 諮問第１号、来る平成１７年６月３０日に任期満了となります人権擁護委員の候補者の推薦に

ついて議会の意見を求めるものでございます。 

 最後になりましたが、この際、諸般の御報告を申し上げます。 

 まず合併した周防大島町の新たな町づくりを進めるための根本指針となります周防大島町総合

計画の策定について、途中経過報告を申し上げます。 

 この総合計画は、周防大島町総合計画策定審議会条例に基づきまして、委員２０人以内で組織

する審議会と、町職員で構成をする策定委員会、策定プロジェクトチームで、策定協議を進める

こととしており、既に策定委員会と策定プロジェクトチームの各部会を開催をいたしまして、今

月中に第１回策定審議会を開催する予定にしております。 

 今後は、精力的に協議を進め、今年１１月には策定委員会が作成をした構想・計画案に対して

まして、審議会から答申を受けるスケジュールとしております。 

 なお、総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画並びに中長期財政計画をもって構成する

ことにしております。 

 いずれにいたしましても、合併前に作成をした新町建設計画が基本となっての総合計画策定に

なるわけでありますが、議会に対しましては９月に経過報告、１２月に総合計画の案をお示しを

する予定でありますので、御理解のほどを賜りますようよろしくお願いをいたします。 

 次に、周防大島町行政改革大綱と行政改革大綱実施計画の策定について、途中計画報告を申し

上げます。 

 町の行財政改革推進について、民間有識者等の意見を聴くため、先般、周防大島町行政改革推

進委員会設置要綱を定めました。 

 これに関連をいたしまして、町職員で構成をする行政改革推進本部を立ち上げ、必要に応じて

専門部会を設置をし、定員管理の数値化、組織機構、財政健全化等の目標を設定することにして

おります。 

 行政改革推進委員会は、今月中に第１回委員会を開催する予定でありまして、最終的には、推

進本部が作成をする行政改革大綱案と実施計画案の諮問に対して、答申をいただくことにしてお
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ります。議会に対しましては、１２月議会で報告をいたしまして、実施計画等の公表は１８年の

３月を予定をしておるわけでございます。 

 次に、本町は山口県で唯一、東南海・南海地震防災対策推進地域に指定をされておりまして、

推進計画の策定を進めております。周防大島町地域防災計画の策定と合わせて、協議調整を進め

ることになっておりますが、今月３日、第１回防災会議を開催をし、これからの体制について御

理解をいただいたところであります。 

 災害はいつ起こるとも限りません。有事の際に、的確な対応がとれるよう関係機関が一体とな

って、推進計画の周知に努める所存でございます。 

 なお、山口県の平成１７年度市町村職員実務研修制度によりまして、職員を消防防災課に１年

間派遣をし、防災関係における県と町とのパイプ役となりながら防災体制の実務研修をさせるこ

とで、本町の防災担当者育成に努めることにしております。 

 次に、地球環境温暖化防止の観点から、自然エネルギーの寄与に各方面から関心が集まってき

ているところでありますが、国においては、新エネルギーとして風力発電に着目し、既に全国数

十カ所において風力発電施設が設置をされております。 

 このたび、株式会社きんでんから、周防大島町屋代・沖浦地区の馬の背から頂海山にかけて、

風力発電施設を設置したいとの事業計画の説明があり、今後１年をかけて風力測定テストを実施

をするための機器設置計画が示されました。 

 町といたしましても、環境に配慮した事業であり、異論はないところであります。近日中に、

測定機器の搬入設置工事が始まるとのことであり、ヘリコプターを使っての工事となる模様であ

ります。風力測定の結果、適地であると判断された場合には、具体的な事業計画が示されであろ

うと存じてますので、その節には、再度議員の皆様に御報告申し上げたいと思っております。 

 次に、周防大島町の町章及び町木・町花の応募状況について御報告をいたします。 

 １月中旬から広く公募いたしました町章及び町木・町花の応募状況につきましては、２月

２８日に締め切りをいたしました。 

 その結果、町章が９６４点、町木・町花６５６人と大変多くの方から応募をいただき、ありが

たく思っているところでございます。 

 町章については、美術・デザインに造詣の深い方で構成をする選考委員会を立ち上げ、作品の

選考に携わっていただく予定にしております。３ないし５点程度を選考していただきまして、最

終的には町民によるアンケートで決定したいと思っております。公表までいましばらくお待ちを

いただきたいと思っております。 

 次に、公営企業局の最近の状況について御報告をいたします。 

 初めに、人事でありますが、４月１日付で、医師２名、薬剤師２名、作業療法士それから放射
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線技師各１名、看護師８名、看護助手１名で、１４名の採用内定をいたしております。 

 次に、病院の看護体系の変更でありますが、大島病院の病棟における看護体系を入院患者の数

が３.５、またはその端数を増すごとに看護師等の数が１以上でありましたが、今年１月より入

院患者の数が３またはその端数を増すごとに看護師等の数が１以上とした看護の質の向上を図っ

ております。 

 次に、大島看護専門学校でありますが、推薦入学試験を平成１６年１１月１９日に行い、一般

入学試験を今年１月２１日、２２日両日に実施をいたしました。双方で１８４名が受験をし、

２月４日に合格発表いたしましたが、推薦合格者と合わせまして４０名の入学生を内定をしてお

ります。 

 なお、卒業式は３月４日に行い、卒業生２９名のうち、５名を当局に採用内定をしたところで

ございます。 

 最後に、平成１５年２月に起こされました旧橘町が発注をした日良居漁港改修事業を巡る損害

賠償請求訴訟は、原告側から本年１月に訴えの取り下げ書が提出をされました。弁護士等関係者

と協議をした結果、この取り下げに対しまして異論を述べることなく、２月、裁判を終結させる

ことに同意をいたしました。 

 約２年間、不当な訴えに対して争ってまいりましたが、原告からの取り下げという形で一応の

決着をみたところでございます。 

 以上、概要に御説明を申し上げましたが、詳しくは提案の都度、私なり関係参与が御説明を申

し上げますので、慎重なる御審議の上、よろしく御議決を賜りますようよろしくお願いをいたし

まして終わります。 

 大変、御無礼いたしました。 

○議長（新山 玄雄君）  以上で、施政方針並びに議案の説明を終わります。 

 暫時、休憩をいたします。１５分間、休憩いたします。１０時５０分まで休憩をいたします。

１３分ですね。５０分までです。 

午前10時37分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時54分再開 

○議長（新山 玄雄君）  それでは休憩前に引き続き、会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．報告第１号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第５、報告第１号専決処分の報告について、執行部の報告を求めま

す。村田総務部長。 
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○総務部長（村田 雅典君）  それでは報告第１号専決処分の報告について、御説明をいたします。 

 地方自治法第１８０条第１項に規定に基づき、指定されました議会の委任による町長の専決処

分事項によるもので、内容は変更契約であります。 

 町道山下浜・木屋線道路改良工事請負契約について、１月２４日の臨時議会で御議決をいただ

きましたが、このたび、入札差金によりまして、事業の進捗を図ることといたしまして、河川護

岸ブロックを１４平方メートル、鋼矢板１６.８メートルを増嵩したことに伴い、原契約

５,３０２万５,０００円に３０８万１,７５０円を増額した５,６１０万６,７５０円とする請負

変更契約を専決処分書のとおり、専決処分をいたしましたので、御報告を申し上げます。 

○議長（新山 玄雄君）  以上で、執行部の報告を終了します。 

 暫時休憩いたします。 

午前10時55分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時56分再開 

○議長（新山 玄雄君）  それでは再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．諮問第１号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第６、諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求める

ことについてを上程し、これを議題といたします。 

 補足説明を求めます。中本町長。 

○町長（中本 冨夫君）  本案は、諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦について、議会の意見

を求めるものでございます。 

 平成１７年６月３０日をもって、任期満了となります現委員の古田紹雄氏は、人格識見とも高

く、地域社会の実情に通じ、人権擁護についても深く理解されていると認めます。 

 私といたしましては、同氏を引き続き人権擁護委員に推薦をしたいと存じますので、議会の御

意見を賜りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

午前10時57分休憩 

……………………………………………………………………………… 

○議長（新山 玄雄君）  ただいままお諮りしますけど、適任とすることでよろしゅうございまし

ょうかね。（「本会議に移しゃええわね」と呼ぶ者あり）本会議に移しますけども。 

……………………………………………………………………………… 
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午前11時00分再開 

○議長（新山 玄雄君）  それでは再開をいたします。 

 お諮りいたします。諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦につき、意見を求めることについ

ては、古田紹雄さんを適任とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  御異議なしと認めます。よって、諮問第１号人権擁護委員の推薦は古田

紹雄さんを適任とすることに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第１３号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第７、議案第１３号平成１６年度周防大島町一般会計補正予算（第

２号）についてを上程し、これを議題といたします。 

 補足説明を求めます。村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  議案第１３号平成１６年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）

につきまして、補足説明をさしていただきます。 

 補正予算書及び補正予算事項別明細書により説明をさしていただきます。 

 補正予算書の１ページでありますが、今回の補正は既定の歳入歳出予算から９,６０３万円を

減額し、予算の総額を１１７億１,０１５万８,０００円とするものであります。 

 また第２表のとおり、地方債の追加及び変更を行うものであります。 

 それでは、事項別明細書によりまして、その概要を御説明いたしますが、今回の補正予算は、

事務事業の確定見込みによる調整がその主なものであります。 

 ３ページをお願いいたします。 

 まず、歳入についてでありますが、１款町税につきましては、個人町民税、固定資産税を減額

いたしまして、たばこ税を増額するものであります。いずれも収入見込みによる調整であります。 

 ４ページ。９款地方交付税でございます。１,５５６万９,０００円は今年度の交付決定に当た

り、一定の調整率を乗じて、普通交付税が交付されていたわけでございますが、国の補正予算に

よりまして、この減額分が復活をいたしましたので、相当分を計上したものであります。 

 １１款の分担金及び負担金の老人保護措置費負担金では、本人または扶養義務者の所得増に伴

う増額調整であります。 

 ５ページでございます。１２款使用料及び手数料のうち、商工使用料につきましては、台風災

害、あるいは停電等により、グリーンステイながうらや竜崎温泉等が休館もしくは予約の解除な

ど余儀なくされまして、これの影響により使用料が大きく減額となったものであります。 

 手数料は、一般廃棄物収集運搬処理手数料の増であります。 
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 ６ページからの１３款国庫支出金につきましては、それぞれの事業料の確定見込みに伴う調整

でありますが、７ページの国庫補助金のうち、合併市町村補助金につきましては、一般廃棄物最

終処分場及びリサイクルプラザ用地先行取得債で取得をし、１６年度において、合併推進事業債

に借りかえる予定でおりましたが、合併補助金を活用し、繰り上げ償還を行った方が有利という

判断によりまして、これに対応するために１億１,０００万円、そのほかに東和庁舎等の基本設

計及びボーリング調査、防災行政無線統合調査、合併後に行った電算統合システム、庁舎駐車場

用地取得等に充当することといたしまして、新たに１億４,７３６万９,０００円を計上いたしま

した。 

 ８ページからの１４款県支出金につきましても、それぞれの事務事業の確定見込みに伴う調整

でございますが、９ページの合併市町村県補助金の１,４００万円の減額は、国庫補助金への振

りかえであります。 

 １０ページの農林水産業費県補助金のうち、水稲種子購入緊急助成事業補助金１１万４,０００円

は新規計上であります。 

 １１ページ、財産収入でございますが、これは各基金利子の調整であります。 

 次に１２ページ、１６款の寄附金でございます。これは奨学資金、あるいは社会教育にと寄附

の申し出がありましたので、これを計上いたしております。 

 １９款諸収入のうち、給食収入の減は、台風に伴う停電により、給食が実施できなかったこと

によるものであります。そのほかはそれぞれ実績に伴う調整であります。 

 １４ページでございます。２０款の町債でございますが、それぞれ事業の確定見込みによりま

して、財源調整を行った結果により増減を行うものであります。 

 １７ページからは歳出になります。歳出につきましても、事務事業の確定見込みによる調整が

主なものであります。まず議会費につきましては、職員人件費の調整であります。２款総務費、

１項総務管理費のうち、１目一般管理費は、職員人件費において、時間外勤務手当の増額等の調

整を行っております。 

 １９ページでございます。２目の文書広報費は防災行政無線統合調査の入札減による調整が主

なものであります。５目財産管理費、これは基金利息の調整及び財源調整の結果に基づきまして、

財政調整基金に１億９,７００万２,０００円を積み立てることとしております。 

 ２０ページからの６目企画費、７目支所及び出張所費。 

 ２２ページ、８目電子計算費、９目地域振興費、１０目交通安全対策費、１３目モデル居住権

推進費につきましてもいずれも事務事業の確定見込みによる調整であります。なお、１２目合併

対策費につきましては、財源の調整であります。 

 ２３ページでございます。２３ページの２項町税費あるいは２４ページ３項の戸籍住民基本台
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帳費は、人件費の調整が主なものであります。４項選挙費は、町長選挙が無投票となりまして、

町議員選挙の執行残と合わせ、減額補正をするものであります。 

 ２６ページでございます。２６ページの５項統計調査費につきましても、各統計調査の完了に

伴う調整であります。 

 ２７ページからは、３款民生費でありますが、１項社会福祉費で８,３０９万３,０００円の減

額となっております。福祉医療事業で２,４３３万２,０００円、支援費制度事業で１,９４２万

１,０００円、老人福祉事業で１,２７９万円、介護予防地域支え合い事業で２,０４４万

５,０００円と大きく減額となっておりますけれども、いずれもサービス提供等の実績に伴う調

整であります。 

 ３４ページからでございます。３４ページの２項児童福祉費につきましても、それぞれの事務

事業の見込みによる調整でありますが、３８ページ私立保育所運営委託料２,００２万２,０００円

の増額は、各園において、主任保育士の認定加算、処遇加算が認定されたことによる増額であり

ます。 

 ３８ページの４款衛生費でございます。１項保健衛生費につきましても、同様に事務事業の確

定見込みによる調整の結果、９６８万９,０００円の減額となっております。 

 ４５ページでございます。２項清掃費につきましても、事務事業の確定見込みによる調整によ

りまして、２０７万円の減額となっておりますが、４６ページごみ収集の処理委託料は１８７万

５,０００円の増額となっております。 

 また循環型社会地域計画策定委託料４９万７,０００円を新たに計上いたしました。この計画

は、１７年度以降に建設を予定しております一般廃棄物最終処分場及びリサイクルプラザにかか

る新たに創設された循環型社会形成推進交付金を受けるために必要な手続であります。 

 ４８ページからは、５款農林水産業費になります。１項農業費は６,８５３万１,０００円の減

額でありますが、その主なものは、４９ページ、特産対策事業３２０万７,０００円の減、

５３ページにあります単県農村漁村整備事業１,２９０万９,０００円の減、５４ページの県営農

業基盤整備事業４,８５３万７,０００円の減でありまして、いずれも事業清算見込みによる調整

であります。 

 なお、５５ページの７目水田営農費の２２万９,０００円の追加は台風災害による水稲種子を

購入するための助成事業でありまして、新規計上であります。 

 ５５ページからの２項林業費につきましても、事業確定見込みにより２４万３,０００円の減

額であります。 

 ５７ページ、３項水産業費につきましては、２目水産業振興費におきまして、漁礁設置事業の

工事請負費を９９７万９,０００円減額し、３目漁港管理費におきましては、国の補正予算に対
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応し、平成１３年度の椋野漁港海岸保全事業にかかわる国庫補助金のＮＴＴ無利子貸付金の償還

金を１７、１８年度分も合わせて償還をするものであります。 

 ４目漁港建設費では、６１ページにありますように、東和地区地域水産物供給基盤整備事業に

おきまして、測量設計委託料を７７８万５,０００円減額し、工事請負費を７８８万円増額する

措置を行っております。 

 ６４ページでございます。６款の商工費におきましても、事業確定見込みによる調整でありま

すが、生活交通路線維持負担金の２９０万１,０００円の増は、防長交通に対する補助金の増額

によるものであります。 

 また、廃止バス路線代替運行補助金につきましては、１,１５４万６,０００円の減額でありま

すが、白木線にかかわるものであります。 

 ６６ページの竜崎温泉管理運営経費の工事請負費１５５万７,０００円の増は、源泉水中ポン

プの交換を行うものであります。 

 ６８ページから７款土木費になります。２項の道路橋梁費のうち、３目道路新設改良費が

４,１３８万円と大きく減額となっておりますけれども、交差点協議のおくれによりまして、今

年度の工事施工が困難になったことによる減額補正であります。 

 ３項河川費につきましては、工事請負費の調整と県事業の確定による自然災害防止事業県負担

金の増額補正であります。４項公安費は、県事業負担金の調整が主なものであります。 

 ７２ページ、都市計画費でございますが、これは財源の調整であります。 

 ８款消防費におきましては、１,５２３万円を減額しておりますが、消防機構及び防火水槽の

入札減によるものであります。 

 ７５ページをお開きいただきます。９款教育費の２項小学校費でございますが、工事請負費等

を増額しております。各小学校における放送設備、消防設備等を改修するための補正であります。

特に、明新小学校におきましては、夜間に水道蛇口が破損し、校舎が水浸しとなりましたので、

これの改修工事としまして２８８万８,０００円を計上しております。 

 ３項の中学校費におきましても、同様に放送設備、消防設備等を改修するための補正でありま

す。 

 ７６ページから４項社会教育費につきましても、事業確定見込みによる調整を行った結果

４０３万１,０００円を減額いたしました。 

 ８１ページでございます。５項の保健体育費も同じく事務事業の確定見込みによる調整を行っ

ております。２８４万４,０００円の減額であります。 

 ８４ページでございますが、１０款災害復旧費の補正であります。いずれも入札減等による減

額補正と財源の調整であります。 
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 ８９ページ、１１款の公債費、これは合併国庫補助金を受けての財源調整であります。１２款

の諸支出金は特別会計の補正予算に対応した各特別会計への繰り出し金の調整であります。 

 以上が、議案第１３号平成１６年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）の概要でございま

す。 

 慎重御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げまして、補足説明を終わります。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 議案第１３号、質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  私は質疑をします。 

 質疑の方は、基本的には歳出を中心に質疑をしたいというふうに思います。 

 今、部長の方から基本的には事務事業の確定に伴う今回の補正ということで、若干の補正部分

があるということで、補足説明の方がありました。それを踏まえて、質疑をしたいというふうに

考えております。 

 まず、１件目。今回、新町になりまして、初めて顧問弁護士等と新たな周防大島町と顧問弁護

士との契約ということになりました。これは、例えば、徳山の方と例えば契約したんならどうい

う特徴があって、基本的には顧問弁護士契約を結んだのか。また相手方はどこなのか、聞いてお

きたいというふうに思います。 

 また、月額、顧問弁護士料、一体幾らはじいとるのか。旧町時代はそれぞれ単価あったといい

ますか、それぞれわかっていたと思いますが、合併後、どういう契約になったのか聞いておきた

いというふうに思います。 

 ２点目。防災無線統合調査事業、これは１２月時点ぐらいでは大体、２１０万円ぐらいで予算

化されとったというふうに考えております。その点では、今回、減額は１８２万２,０００円と

いうことで、ほぼほとんどが減額ということだが、実際的には、調査業務の委託契約はされたと

いうふうに考えとりますが、こういう部分については、基本的にはかってゼロ円入札とかいうん

がありましたけど、それに近い格好になったら非常にまずい。今後、実際的に１９年度以降、

１７年度以降かなりの事業量契約が出てきますから、実際的にはどういう契約をしたのか、聞い

ておきたいというふうに思います。 

 財産管理関係はそれぞれ動いておりますので、合わせて基金残高の状況、報告を求めておきた

いというふうに思います。 

 次に、支所及び出張所経費いうことで聞いておきます。この点では、３８０万円が旧日良居出

張所のいわゆる工事契約建設に伴い、財源振りかえという説明がありました。 

 実際的にはもう既に工事が終わっているというふうに見ております。ならば、当初委託料とし

て３８８万５,０００円、工事請負費で４,２８９万４,０００円、出されておったが、実際的に
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はこの補正を見ると、入札残もなけりゃなにもないと。実際どうなっちょるんか、非常にわかり

にくいと。 

 仮に旧橘町で契約したとしても、新町で補正を組んで支払いをされたわけですから、今の現状

はどういう状況なのか。また合わせてどこの業者がやられたのか、聞いておきたいというふうに

思います。 

 次に、合併対策費、先ほど総務部長の方は、言うなれば財源のいわゆる移動という説明があり

ました。これについて、当初、需用費、役務費そして委託料そして工事費ということで、

４,８６３万１,０００円の予算じゃったわけです。そしていまだに補正ができないとすれば、ど

ういうところに一体補正のできない理由があるのか、聞いておきたいというふうに思います。 

 次に、福祉部関係で聞いておきたいと。福祉関係は２８ページ以降が大体福祉タクシーで、大

体事業量の確定ということで補足説明がありました。 

 実際的には、合併後、すぐ調整した、すぐ調整しないという部分があるかもわかりませんが、

実際的に、福祉タクシーやら、緊急通報やらそれぞれ確定したと、確定といいますか、３月末ま

での一応見通しをもって、実際的には補正がされたというふうに見ております。 

 今、時点で、大体福祉タクシー等どういうふうにみて今回の補正額につながったのか。緊急通

報も含めて報告を求めておきたいというふうに思います。 

 これで福祉部関係です。もう一点、福祉部関係で聞いておきたいのが、老人福祉関係で聞いて

おきたいというふうに思います。と言いますのが、今回、それぞれ国・県支出金、そして一般財

源等がそれぞれ１８.０３から１２％減額になっております。そういう中で、個人負担分、大体

その他に出てくるのは個人負担分ということになりますが、個人負担分は、まあふえております。 

 事前に聞いた段階では歳入の多い人等がふえた場合もあるというのが推測としてはつきますが、

実際的にはそれぞれ国・県、国県支出金が減ってそして一般財源が減った場合に、本人負担分が

ふえるという部分が非常にちょっと理解しにくいんで、合わせて補足説明も求めておきたいとい

うふうに思います。 

 老人関係では、もう一点ほど、これは大事な点なんでできれば、報告できればこの議会の中で

報告してほしいんですけど、合併協で毎日給食を主体に充実させていくということであります。

今回、食の自立支援事業で実際的には２７６万９,０００円という減額になっております。 

 これはそれぞれまだ各町ごとで実際的には、合併後すべて統合というふうにはなってないとい

うふうに思いますが、今回、２７６万９,０００円減額になった部分について、数量的にはどう

いうふうに３月まで見ておるのか、合わせて報告を求めておきたいというふうに思います。 

 次に、３６ページ関係、ああこれも福祉部関係になりますが、合併後、１２月、１０月、

１２月そしてこう見てみて、保育所、公立保育所がまあ周防大島町になりまして４つになりまし
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た。ほいで実際的に、各備品等見てみますと、４保育所の中で、日良居だけが実際的には備品が

ついていると。ほで今回備品増の補正になっとるが、実際的には私は各旧、例えば久美保育園と

か、三蒲の保育園、和佐の保育園なりもやっぱりそれぞれやっぱり備品要望はあったというふう

に考えておるんですよ。 

 その辺でまあ実際的には財政当局に声が届かんかったんかどうなのか。ほいで今回、補正で

１５万９,０００円と増額ということになれば、新たに、どういう備品を設置しようとするのか、

聞いておきたいというふうに思います。 

 次に、建設土木関係で聞いておきたいとそういうふうに思います。──先に補正の順番から行

けば、合併浄化槽が先になりますので、４４ページ、今回５１０万円の減額ということでありま

す。 

 これについても３月までの実際的な人槽状況ごとのいわゆる確定ていいますか、見通しが立っ

たというふうに考えられます。ですからこの点で、今年度、１６年度はそれぞれ人槽ごとに、何

件ずつやるんだという報告を求めておきいたというふうに思います。 

 次に、４６ページ関係では、これも同じ分になると思いますが、先ほど部長の方からそれぞれ

新たに１７、１８、１９と新たなリサイクルプラザのための補正なんだと。このいわゆる内容で

きちっとやっとかんと、補助対象にならないというか、起債対象にならないというか、そういう

説明がありました。 

 それで実際的には当初、撤去調査業務と調査設計業務ということでそれぞれ５６５万円なり

４６２万円、予算がありました。これとの関係は全くないのか。また１６年度やろうとする調査

設計用務４６２万３,０００円、これは仮に既に契約されたとすれば、やっぱり報告をしとって

いただきたいというふうに思います。 

 次に、土木部関係、質疑しておきたいというふうに思います。実は今回、単県がかなり落ちて

おります。それぞれ工事請負費で６００万円、土地購入費で２１４万３,０００円、いうことで

単県部分が落ちてます。 

 これは、実際的には入札残なんかどうなんか。それとも当初計画しちょっとところが、手がた

わなかったといいますか、業務上の都合で実施できなかったのか、確認しちょきたいというふう

に思います。 

 また、中山間地域総合整備事業、これもまあ４,８３０万円の減額ということで、金額的にも

大きいんで、実際的にそこに資料があれば、合わしてちょっと減額の理由等も求めておきたいと

いうふうに思います。 

 次に、先ほど部長の方から報告ありました漁礁の設置事業、これもちょっと工事費減が大きい

んで、理由を聞いておきたいというふうに思います。 
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 あと農林水産関係では、それぞれ実際的に今回、事務事業の確定と言われるが工事費の減がそ

れぞれ出ておりません。実際的にです。あるとすれば実際的には東和地区が７８０万円の増額と

いうことになっております。これはまず、箇所、当初２カ所計画しちょったんではないかという

ふうに思いますが、どこの部分の増額工事にかかわる部分なのか、聞いておきたい。 

 また、契約監理課の方には、今回、それぞれ、今回、補正の中でされております部分、例えば

大島北地区、椋野地区環境整備事業にかかわる工事残、入札残ですよね。そして、椋野地区の漁

業集落排水整備事業にかかわる部分、これは増額になっておりますけど、その理由。 

 また、そのほか、ここの補正に出ております東和町広域水産物供給基盤、これなんかもほとん

どが、入札残が、補正が出ておりません。実際的にはどういう状況なのか、報告を求めておきた

い。これは契約監理課の方の仕事になるんじゃないかと思います。求めておきたいというふうに

思います。 

 次に、商工振興で聞いておきたいというふうに思います。今回１,５７５万２,０００円のいわ

ゆる使用料の減ということで報告、ありました。 

 理由としては、台風等で営業ストップということでありますが、実際的にどの程度、１２月時

点で見込んで──利用者を見込んで、そして実際的な３月までの見通しはどういう状況でこうい

う補正になったという報告を求めておきたいというふうに思います。 

 また、この中で、今回、竜崎温泉運営費のベースになります実際的には、歳入では補正されて

おりますが、実は、あそこで経営する部分もかなりの──いわゆる経営するいわゆるチドリ食堂

が経営する部分も大体、これ見てみれば、４００万円ぐらい減額になっちょるんじゃないかとい

うふうに思います。 

 これ非常に前から議論聞いておって、実際的には利用料の、営業利益……売上げに対するか、

売上げに対する何パーセントということで、実際には、利益に対する状況が非常につかみにくい

んじゃないかと。いわゆる利益、いわゆる売上げが何パーセントだからこの売上げに対して、何

パーセントの使用料という計算になっちょるんじゃなかろうかといふうに考えておりますが、旧

橘町の議員さん方に聞いてみても、実際的には、非常につかみにくいという意見がかなり出され

ております。 

 そういう中で実際的には、今年度、まあ台風を利用したにしても、台風の原因あるにしても、

かなりの減額ということで改めて契約の中で、実際的にどういう状況なのか、聞いておきたいと

いうふうに思います。 

 また商工振興関係では、廃止バス路線代替事業として実際的には先ほど白木線という報告があ

りました。実際的に白木線は、仮に、委託料の部分として町が単独に出した部分なのかどうなの

かが、非常にわかりにくい。例えば、白木線ですから、旧で言えば、東和町と旧橘町が、それぞ
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れ補てんされておったというふうに白木線の方は見ちょるんですが、安下庄に行く分ですね。じ

ゃないかと思うんですが、私が、間違うちょったらいけんので、実際的に１,１５４万６,０００円

の落とした部分のその理由をちょっと聞いておきたいなというふうに思います。 

 以上、聞いておきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  まず、１点目の顧問弁護士の関係でございます。これは１９ページ

の上段でございますが、委託料のところで△の２５万２,０００円、これに関連しての御質問だ

ろうと思います。 

 これにつきましては、当初、顧問弁護士、新町になりまして、契約をするということで、６カ

月分の予算を計上しておりましたが、その後、顧問弁護士の選定ということで、時間を要しまし

て、ことしの２月から正式に顧問弁護士の委託契約を結びました。 

 したがいまして、２カ月分は保留いたしまして、４カ月分を減額するという形での予算でござ

います。 

 なお、この顧問弁護士でございますが、周南市在住の弘田公法律事務所というところと委託契

約をしております。これは周辺の柳井市とか、各自治体等々がこの弘田弁護士と契約されてると

いうこと、そしてなおかつ、旧４町では広島県にも顧問弁護士の方がいらっしゃるというような

ことで、時間的なロスもあるという考え方から、県内にということで模索したところ、この弘田

さんがいろいろ自治体にも関与されてるということでございましたので、弘田さんの方にお願い

をしたところでございます。 

 月額消費税込みの６万３,０００円でお願いしております。なお、旧町それぞれ顧問弁護士料

は違っておりまして、旧大島町では３万円、旧橘町では５万円とかいうような開きが結構あった

ようでございますが、６万円ぐらいが適当ではなかろうかということでお願いをいたしました。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  中野企画課長。 

○企画課長（中野 守雄君）  防災行政無線の件につきまして、お答えいたします。 

 この防災行政無線の統合調査は、いわゆる来年度の実施設計に向けましての、いわゆる基礎調

査の業務ということでございます。 

 業務使用書によりまして、見積もり入札を行いました。４社による見積もり入札を行いまして、

２７万７,３２６円ということで、業務委託を結んでおります。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  まず、基金の残高の御質問がございますので、お答えいたします。 
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 今回、それぞれの基金につきまして、利息の調整あるいは財政調整基金への積み立てという補

正をお願いしておりますけれども、この調整を行った結果ですけれども、財政調整基金が６億

２,４４８万１,３３０円、それが減債基金３億９,６２１万８,２２６円、それから庁舎及び文化

交流施設の建設基金４億１,４５８万４,３５５円、それから県証紙の購入金が３００万

１,０００円、それから奨学資金の貸付基金、これが１,０７１万９,３２４円、それから福祉振

興基金ですけれども３億１,４２９万７０４円、それからふるさと創生基金１億６,６４８万

６,９１０円、それから土地開発基金ですけれども、これは現金が８,４７２万１,８６５円、そ

れから土地が４４８.８５平米ございますけれども、これを合わせて１億１万５,０００円となり

ます。 

 それから中山間ふるさと水と土保全基金ですけれども、これが３,１１３万６７２円、それか

ら斎場の建設基金ですけれども４,４３４万６,６５３円というふうになっております。 

 それから合併対策費につきましての補正のというところの御質問なんですけれども、今回、財

源調整ということで補正をさしていただいておるわけなんですけども、議員さんのおっしゃりた

いのが、予算の総額が４,８００万円ばかりで、補正額が１億円ばかりの補正予算になってる、

財源調整になってるという御質問だろうと思うんですけれども、これにつきましては、今回の周

防大島町の予算につきましては、御存知のように１０月以降の予算でございます。 

 しかしながら、４月１日から旧町においてそれぞれ事業を行ってきたものの執行残といいます

か、を今回、周防大島町の予算として計上しておるわけでございますから、逆に言いますと、旧

町合併前に執行しておった部分、これ当然、財源としては補助金あるいは町債につきましては、

周防大島町になってこれから入ってくるというようなことはございます。 

 ですから、そういったことでの調整を行うことによりまして、こういった補正が生じてくると

いうこと、ここら当たりは、今年度の合併に伴う予算計上上、こういったことが起こりうるとい

うことで御理解をいただきたいというふうに思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  中河橘総合支所長。 

○橘総合支所長（中河 美昭君）  日良居出張所移転改修事業でございますけれども、当初予算

４,６７７万９,０００円でございます。主な工事といたしまして、元安本医院の院内の改修工事、

そして旧日良居支所の解体工事、そしてその跡地の駐車場の整備の３つの工事内容で実施したわ

けでございます。 

 予算の範囲内において、有効に工事を実施していったということでございます。 

 ちなみに設計業務につきましては、巽設計事務所、それから工事におきましては神田、地元の

神田建設株式会社でございます。 

 以上でございます。 
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○議長（新山 玄雄君）  次、答弁。速やかに答弁お願いします。馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  福祉タクシー利用助成金につきましては、利用者につきまして、

久賀が３８人、大島５６６人、このうち旧大島では８０歳以上を対象にしております。その人数

が５０３人です。東和、旧東和５５人、旧橘８２人、旧橘では９０歳以上も対象にしております。

その人数が５３人です。合わせて７４１人の利用であります。 

 減額につきましては、枚数につきましては、新年度から統一するということしておりますので、

枚数全部を使っておらないというような状況で減額となっております。 

 次に、食の自立支援につきましては、見込みが延べで３万３,２９３食を予定しておりました

が、２万９,００３食を見込んでおります。 

 これは、実際には利用が少なかった。特に行政の方で利用調整したということはありません。

利用が少なかったということです。 

 緊急通報システムにつきましては、現在、２５３台を設置しております。これまで各旧町で利

用者負担のとり方が違っておりまして、業者がとっているもの、行政がとるものとありました。

それを合併から業者がとるように統一をいたしました。そのために、金額が減ってるというよう

なところであります。 

 実際には、各サービスの利用者負担につきましては、ほとんどが平成１７年度からの統一する

ということでしておりますが、一点だけ緊急通報装置のみは旧橘が月１,０００円でありました

が、これを月５００円に下げております。それだけが利用者負担の状況です。 

 だからほかのサービスで、利用者負担を上げたというのはございません。 

 保育所の件ですが、日良居保育所の備品購入費ということですが、申しわけありません、把握

しておりません。備品購入につきましては、必要に応じて必要最小限に予算計上して購入したい

というふうに考えております。 

○議長（新山 玄雄君）  田村環境生活部長。 

○環境生活部長（田村  博君）  浄化槽の設置基数でありますが、当初は５人槽が６０基、７人

槽が５２基、これは旧４町の当初であります。 

 実績見込みが５人槽が４５基、７人槽が４０基、１０人槽が２基の実績であります。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  お答えをいたします。 

 ５３ページの単県農村漁村整備事業の工事費の減額の理由でございますが、予定では補助６件、

単県、単独を４件、予定しておりました。そのとおり実施しておりまして、入札減による事務事

業の調整でございます。 

 それと５４ページの中山間地域総合整備事業の減額でございますが、これにつきましても予定
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どおりの事業実施しておりまして、入札減等による事務事業の調整でございます。 

 排水路が２カ所、排水機が２カ所、道路１カ所の農村公園１カ所を実施しております。 

 ただし、施工延長等の減というのはなっております。 

 ５８ページの漁礁設置事業の工事請負費の減額でございますが、これにつきましては、２つの

事業をやっておりますが、油宇地区の方に、油宇地先の方に漁礁３基、それと浮島地先の方に漁

礁を５基設置しております。 

 入札剰余金がかなりありまして、事務事業の調整ということでございます。 

 それと５９ページから漁港事業、各事業がございますが、これは各事業とも事業費の確定とい

うことでございます。 

 ６５ページの廃止バス路線代替運行事業でございますが、この減額につきましては、１,１５４万

６,０００円の減額になっております。白木線でございまして、これは旧町での前払い金を行っ

ておりましたので、それが二重計上されておりましたので、その分が減額ということでございま

す。 

 ６７ページの各施設の使用料ということでございますが、これにつきましては、５ページの歳

入の方で説明をいたします。 

 まず、商工振興費ではウインドパークでございますが、当初予算が２４５万円、これは今回

１６５万円の減額になっておりまして、補正後の額で８０万円となります。ただし、旧町で歳入

済みがございまして、２５４万９,８４１円ございますので、平成１６年度では３３４万

９,８４１円となります。 

 竜崎温泉ですが、当初予算では３,２１０万２,０００円、今回、９２５万８,０００円の減額

補正を行いまして、補正後は２,２８４万４,０００円となります。旧町で歳入済み額が

２,５６２万５,４４７円ということで、平成１６年度では４,８４６万９,４４７円となります。 

 グリーンステイながうらでございますが、これはスポーツ会員スクエアとグリーンガーデンを

含みますが、当初予算では、２,７２８万２,０００円となっておりますが、今回、４６０万

８,０００円の減額にしております。補正後の額が２,２６７万４,０００円ということでござい

ますが、旧町で歳入済み額が２,３８２万１,４４９円ございまして、平成１６年度で４,６４９万

５,４４９円となります。 

 それともう一点、観光費のところでふるさと館がございますが、当初予算１２６万円に対して、

今回３９万円の減額補正をしております。補正後の額が８７万円となりまして、旧町で歳入済み

額が７２万２,４３０円ございますので、平成１６年度では１５９万２,４３０円となります。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 
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○財政課長（奈良元正昭君）  日良居保育所の備品の関係で御質問いただいたわけですけども、こ

れにつきましては、乳母車なんですけれども、当初予算要求、１７年度の当初予算要求をいただ

きました。ですが、実際、実物等を見させていただき、写真等を見た結果、非常に危険だという

ことで当初予算に上げるよりも、補正予算で早急に対応した方がいいという判断でこのたび、計

上さしていただいたということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  中原商工観光課長。ああ、中原じゃない、ごめんなさい。濱田環境施設

課長。失礼しました。 

○環境施設課長（濱田 武重君）  ４６ページの衛生費１３委託料４９万７,０００円の追加補正

について御説明をいたします。 

 先ほど総務部長からも説明がありましたように、国の進める「三位一体改革」としまして、平

成１７年度から廃棄物処理整備にかかる国庫補助金が廃止されまして、新たに循環型社会を形成

するその交付金制度というのが設立をされます。 

 交付金を受けるためには、まず、手続としまして、環境省と県、国、町で協議会を設置しまし

て、廃棄物の循環型社会を形成するための計画を策定するという業務が、まず最初にあります。 

 旧環境衛生組合によりまして、計画を進めておりましたリサイクル施設及び最終処分場事業を

この循環型社会を構築するための計画案としてこの協議会にかけるために、今回、計画書の策定

業務をコンサルタントに委託する費用を追加補正をさせてもらったものであります。 

 それと、１６年度に計上しております調査設計業務４６２万円は、事業が組合から新町に２年

間延期してその実施するようになった関係もありますので、規模の設定とかデータの見直しをコ

ンサルタントで計画書の策定、まあ見直しです、やった関係で予定どおり現在実施しております

ので、その点は御理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  まず、１点目が防災無線統合調査事業について、再質問します。 

 御承知のように、１７、１８、１９と今後、さっき町長の説明を聞きよると、屋内についても

次年度以降という先ほど行政報告があったんです。合わせて補正の中で質疑をしちょきたいとい

うふうに思うんですが、実際的に低価格入札をする場合、業者がする場合は、次年度以降のいろ

んな計画に食い込んでいくと。それで日本の企業社会の中では、コンサルが決まったら実際的に

は入札業者は決まるちゅうような、長い間慣行があって、実際的にはそこのコンサルの部分がい

わゆる基本設計そして実施設計につながっていくという面で、１７年度、仮に改めてやればまた

同じような業者が、コンサル業者が入っていくという流れになるんじゃないかと、それで危惧し

よるんです。 
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 一つは談合の温床になるいうことで危惧しよるんです。だから私がその点で、そういう１６年

から１７年の同じスタイルのいわゆるコンサルに、仮になれば、逆におかしなことになりゃへん

かなと。経費的には逆に安くなるという側面もあるかもわかりませんが、実際的にはそういう部

分が出てくる可能性があるということで、再度、例えば、２１０万円の予算で、３０万円余りで

契約は結べばそれはかなり安くいけるんですよ。契約上そのものは、コンサルの。しかし後に払

う方が逆に多くなる可能性があるんで、再度質問しちょきたいというふうに思います。 

 それと、再質問の２点目が、先ほど橘総合支所長の方から答弁がありました日良居出張所の旧

橘町での契約、ほいで今回支払いと。実際的には財源だけの移動ということですが、実際的には

もうあっこは済んでるんじゃないんですか。 

 ほで私は先ほどから聞くと済んどる、いわゆる事業そのものが確定しちょるんじゃないかとい

うことなんです。 

 ですから今回、逆に例えばいろんな条例改正も含めて出る場合に、実際的には今回の３月補正

の性格が事業実施確定に伴う補正ということになれば、既にいわゆる済んどる事業については、

やっぱり補正で上げていく方が、ついじゃなかろうか。 

 例えば済んどる部分から上げていく。先ほど駐車場と取り壊しと、もう一つはその地域の内装、

いう格好で３つの工事建てという報告がありましたが、実際的には済んでる部分があれば、きち

っと今回の補正で上げておかなければ、基本的には本当にそのときどきの財政をつかむというこ

とにはならんのじゃないか。やっぱりきちっとある程度は議会に対して、状況はわかりにくい。

実際的には年度内ですから、実際的には私はかなり済んどるではないかと思いますが、実際、ど

うなのか、聞いときたいというふうに思います。 

 それと奈良元課長から、財源に、合併対策費についての実際的な答弁がありました。実際的な

答弁がありました。ほいで、財源についてはあったものの、実際的に工事部分とか、委託料とか

いうふうな既にもう済んじょるんじゃないんですか。実際的には。合併にかかわるここの合併対

策費にかかわる、例えば４,８６３万１,０００円のうち、実際的にはまあいろんな事業がありま

すから、一概には言えませんが、かなりの部分が済んじょるんじゃないかと思うんですが、今の

進捗合わせてやっぱり報告求めとかんと、今回の補正について非常にわかりにくいという部分が

あるんで、再度質問をしちょきたいというふうに思います。 

 もう一つ歳入関係で先ほど質疑してなかった分で、実際的には私の方が聞いときたいのは、今

回、一般単独起債部分でちょっと見てもろうたらわかるんですが、初めての都市計画債が入って

きております。これについて、実際的に私も初めて見るんですが、一般単独だろうとは思います

が、実際、償還の際、交付税補てんはあるのかないのか。あれば何パーセントぐらいをみるのか、

聞いておきたいというふうに思います。 
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 それともう一点は、先ほど１６年度、１７年度合わせて岡村部長の方から、答弁がありました

倉庫使用料について、再質問をしちょきたいというふうに思います。 

 御承知のように、実際的には、竜崎温泉については、説明ありましたように、竜崎温泉使用料、

入浴料、これは一般的な入場券と和室使用料とタオル使用料と竜崎温泉使用料、回数券の方です

ね、そして、竜崎温泉の厨房使用料という部分で、入りができとります。それと一般財源という

ことで竜崎温泉の運営ができておるというふうに思いますが、現在のこの補正議論をする中で、

明らかにしときたいのは、実際的には、いわゆる厨房使用者が一つはいわゆる回数券のバラ売り

をしよるいうことが旧橘町の議員さん方からもこういうのがあるんじゃないか、おかしいんじゃ

ないかということで聞いております。これが一点。 

 そして、実際的にそういうやること自体が私は非常に、一方ではいわゆる企業努力という言葉

がときどき聞えてきますが、しかし中身としては、私は回数券をバラ売りするやり方、これはそ

の業者が私は問題があるというふうに考えております。 

 合わせて電気等も実際的には調べてみますと、外の冷蔵庫については、実際的にメーターが分

かれているが、中の冷蔵庫については、メーターが分かれてないとか、これは私よりは旧町の議

員さん方がよう知っちょる、橘の議員さん方がよう知っちょる範囲なんでしょうが、実際的には

非常に売上げに対する、経費に対するいわゆる実態が非常にあいまいという部分を私は聞いてお

ります。 

 ですからその辺はやっぱり新町になったんですから、明らかにしていく必要があると。おまけ

にこれは最後の補正ですが、ほぼ最後の補正ですが、実際的には私はそういう部分は新町議論の

中でも正していく範囲に入るというふうに考えております。 

 その点からも、再質疑をしちょきたいというふうに思います。 

 以上です。ああ、それと先ほど、質疑をしたいわゆるそれぞれ今回、事業費の確定に伴ういう

ことが大前提の補正になっとりますが、実際的には今回、入札残がほとんど補正の対象となって

いませんので、再度、聞きます、入札残。いわゆる契約管理課へ質問しますということで質問し

ましたが、実際的にはそれぞれ北、旧大島町で言えば北南漁港、そしてまた実際的には椋野その

ほかそれぞれ既に入札が決定し、事業が確定されちょると思います。 

 財政としてはそこまでは上げたくないというのがあるかもわかりませんが、実際的には、議員

からすればそういう一つ一つを積み上げて補正をし、そしてむだがあれば台帳につるし、もっと

住民の暮らしや福祉に活用するというのが議員の視点ですので、再度聞いちょきたいというふう

に思います。 

○議長（新山 玄雄君）  休憩、取ってもいいですか。暫時、休憩をいたします。１時まで休憩を

いたします。 
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午後０時03分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（新山 玄雄君）  それでは再開をいたします。 

 午前中の質疑に対しまして、答弁をお願いいたします。中野企画課長。 

○企画課長（中野 守雄君）  防災行政無線についての質問にお答えいたします。 

 平成１７年度当初予算につきましても、防災行政無線の関連予算を計上しております。御議決

いただきましたら、業者選定とも含め、粛々と業務を行ってまいりたいと思いますので、どうぞ

御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  まず日良居出張所の経費の、改修経費の件ですけれども、

４,６７７万９,０００円、周防大島町の当初予算に計上しております。これも済んでいるんで、

減額補正等があるんじゃないかというような御質問であろうと思いますが、この予算につきまし

ては、旧橘町におきまして、発注がされ、工事も合併前に終わっております。 

 で、４,６７７万９,０００円という予算につきましては、支払いはこれだけ残っておったとい

うことですから、それを周防大島町の本予算に計上し支払いを行ったということですから、執行

残については当然ありませんので、減額補正はないというとらえ方をしていただきたいと思いま

す。 

 それから合併対策費ですけれども、これにつきましても４,８６３万１,０００円予算計上して

おりますけれども、これにつきましても同じように合併対策経費、あるいはこれに今年１６年度

につきましては、合併にかかわる電算統合についての、例えば、インターネットの接続料、電話

代、等々、それから封筒の印刷経費等も込み含まれております。 

 ですから、ほぼこれも今、予算計上されとる部分は今後も執行が見込まれますので、減額補正

という措置は行ってないということでございます。 

 それから都市計画債でございます。初めての起債ということでございますけども、これも

５４０万円ほど片添の公園に対する県事業負担金になってる部分ですけど、これの交付税の参入

率ということでございますけれども、これ一般公共事業債ということで、約５０％程度を見込ん

でおります。 

 それと済みません、もう１点、漁港関係の補助、入札減があったということですけれども、こ

れにつきましてもこれ補助事業ですから、入札減ございましたら、その部分は追加なりの変更契

約を行って工事の進捗をはかるという措置を行っておりますので、減額補正は、そういう措置は

ないということでございます。 
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○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  竜崎温泉の回数券の問題がございました。当初予算をヒアリングする段

階で、この問題も発生しております。 

 と申しますのは、片添の遊湯ランド、長浦の潮風呂保養館それと竜崎温泉とその３つの類似の

施設がございますが、これらの入浴料、まあ使用料ですか、これについては、当然その規模とか

サービスとかの違いがありますので、その使用料の額に違いがあるということについては、当然

のことだと思っておりますが、ただ、回数券の枚数の、発行の枚数に差異があったり、または割

引の率に差異があったりいたしております。 

 それで、当初予算のときに、そこの調整ができないかということで取り組んだわけでございま

すが、なかなかその過去からの経緯もいろいろございますので、少し時間をかけてそこらを統一

していこうということにいたしております。 

 回数券が、１０枚券が出ておるとこ、例えば１００枚券が出ておるとこいうことで、先ほどの

御質問であったと思うんですが、各施設ともそういう基準とか、部分については、できるだけは

同じであるべきであろうということでございますので、１７年度中にかけて、そこら辺の統一図

ってまいりたいというふうに思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  竜崎温泉の厨房使用料でございますが、御承知のとおり、売上

高の７％ということで、平成７年の時点、開設のときから契約をこういうことでしております。 

 これにつきましては、旧町でのいきさつがございますので、内容についての見解については差

し控えさしていただきます。 

 それとレシートでございますが、これは毎日、月報ですけど、これに添付をしていただいてお

ります。したがいまして、これ、レシートのごまかしというのは当然、できないというように考

えております。 

 またそういうことがありましたら、これは大変問題がありますので、契約解除というこの対象

になる事案であろうかと思いますので、そういうことがないというふうに確信をいたしておりま

す。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  基本的には、１２月に本予算いう格好で、この３月まで議論し

てきました。 

 ほいで、合併後、かなり町長の方も行政報告の中で、言い方としては町は一つにと。いわゆる

旧町それぞれ一つにということで述べられましたけど、実際的には私は大事な点は、不透明な部

分はきちっと処理するという立場が大事ではなかろかということで、あえて補正の中で議論さし
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ていただきました。 

 これは私たち、とりわけ、旧町、いわゆる旧それぞれで、他の地域について非常にわかりにく

い部分があるというふうに、質疑をするにしても考えております。 

 これから新年度予算の議論に入るかというふうに思いますが、やはり、不明瞭な部分はなくし

ていく必要があるというふうに考えております。 

 あと災害関係で、一、二漏れておりますので、聞いておきたいというふうに思いますが、災害

の中でそれぞれ例えば、災害復旧費、そのほか、農業用地施設復旧災害費等の中で、民生施設も

そうですが、それぞれこの保険かそれとも個人か負担分という部分が入っていると、その他財源

の中に入っているというふうに思います。それぞれ報告を求めておきたいというふうに思います。 

 例えば、民生でしたら９８万４,０００円。災害復旧でしたら２６万１,０００円。そして農業

施設災害でしたら２９１万１,０００円と。これ所管は財政の方になると思いますが報告を求め

ておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  今回、災害復旧の補正で財源の調整の中で、その他と上がっており

ますのは、すべて町の町有施設の保険災害の見舞い金でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。荒川議員。 

○議員（５番 荒川 政義君）  ６９ページ、道路新設改良費のことについてお尋ねをいたします。 

 道路改良事業の中で、工事請負等がこれは当初予算が全額、減額されとるわけですね。これに

ついて先ほど総務部長の方から、県との協議がまだ不調であるというような御説明がございまし

たが、当初予算を組んでこれを全額、減額してくるということについては、とてもこう承服しか

ねる部分がございます。 

 これについて今までの経過、経緯について御説明を願いたいと思いますが。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  お答えをいたします。 

 議員、御指摘のとおり、１６年度当初予算にこの事業費が、上浜線でございますが、この事業

費が計上されておりまして、これを流すということになりまして、大変申しわけなく思っており

ます。 

 この経緯でございますが、上浜線道路改良につきましては、１５年度から開作地区の方から実

施をしております。１６年度につきましては、小松川地区、明新小学校のところの交差点部分か

ら改良してまいります。 

 その経費を計上しておりましたが、測量試験費の方で、測量で交差点協議が発生いたします。

それにつきましては、２月の初旬に道路整備課の県の方に協議をしております。で、先週も２回
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目をしておりまして、最終的には、近々のうちにこれが完了する予定でございます。 

 そういうことがありましたので、用地交渉の図面もつくれないということで、当然、工事費も、

工事にもかかれないということでこの工事請負費の減額２,２３０万６,０００円のうちの上浜線

分が約１,４００万円、ほで公有財産購入費の１,４８６万７,０００円の減額ですが、上浜線分

が約８００万円減額となっております。 

 大変申しわけないんですけども、今、説明いたしましたように、１６年度につきましては、交

差点協議を早急に、近々のうちに終わらせまして、１７年度にこの上浜線分の工事請負費と土地

購入費、これを計上さしていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  荒川議員。 

○議員（５番 荒川 政義君）  じゃ再度確認いたしますが、１６年度中に県との交差点協議が終

わるというふうに解釈してもよろしいんですか。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  そういうふうに理解していただいて結構です。努力をいたしま

す。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。──質疑なしと認めます。 

 次に、討論はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今回の補正予算、周防大島町歳出補正予算（第２号）について

反対の立場から討論をしておきたいというふうに思います。 

 今回の補正予算は、それぞれ事業費が済んで、そして今回それぞれ減額し、不要な部分につい

ては、財政調整基金に繰り入れると。これが今回の補正の考え方だというふうに聞いております。 

 私たち議員の立場からすれば、当然、むだな部分は削って、新たに必要な部分に予算計上する

ということであります。 

 今回、合併後、実際的に削られた部分、福祉の部分については、部長等が言わるように、実際

的には利用者が少なかったという結論かもわかりません。 

 しかし、私たちはできるだけ、むだな予算を、むだな部分を削って言うなれば福祉や暮らし、

教育条件整備に充てるという大前提で、議論してまいりました。 

 今、各支所、そしてまた要望事項、いうのはかなり多様化しております。言いますのが、どう

しても大型事業に予算等一般財源を食われることによって、今年度についても１２月当初予算、

そして今年度の補正についても私は、住民の要求、暮らしや福祉部分でそしてまた、子供たちの

要求部分で、十分にこたえた補正予算かと言えば、私は問題があるというふうに考えております。 

 また、今から出るであろういろんな事業についても、実際的には、各町で逆に段差があり過ぎ

るというふうに考えております。 
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 この辺も私は、非常に大きな問題点があるというふうに考えております。 

 とりわけ合併後、大方の部分が新町の中で議論をされます。負担金そしてまた福祉の分野、そ

れぞれやられますが、実際的にはかなりの住民要求、そして本来行政がきちっとしておかなけれ

ばならないいろんな仕事が逆に私は補正上もおくれているというふうに考えております。 

 そういう立場から私は、反対の立場を明確にしちょきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  次に、賛成討論はありませんか。──なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第７、議案第１３号平成１６年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）について原案の

とおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第１４号 

日程第９．議案第１５号 

日程第１０．議案第１６号 

日程第１１．議案第１７号 

日程第１２．議案第１８号 

日程第１３．議案第１９号 

日程第１４．議案第２０号 

日程第１５．議案第２１号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第８、議案第１４号平成１６年度周防大島町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１号）から日程第１５号、議案第２１号平成１６年度周防大島町渡船事業特別

会計補正予算（第１号）までの８議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。馬野議員、いや、健康福祉部長。失礼しました。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  それでは議案第１４号から第２１号までの平成１６年度周防大

島町各特別会計補正予算について補足説明を行います。 

 まず、議案第１４号平成１６年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に

つきましては、予算書の１１ページをお願いします。 

 本文で、第１条の歳入歳出予算の補正では、第１項で規定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ８,２５１万７,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９億

５,１１７万円とするものです。 
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 第２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」によるとしています。 

 １３ページから１６ページに「第１表 歳入歳出予算補正」を掲げていますが、事項別明細書

で説明をいたします。 

 事項別明細書の９３ページをお願いいたします。 

 ９３ページ、１款の国民健康保険税では一般被保険者の医療給付費分と介護納付金分を合わせ

まして２,４２８万円を減額いたします。これは所得割の基準総所得などの伸び悩みにより、減

額となっております。 

 ３款の国庫支出金では、５,７０６万５,０００円を減額いたします。これは１項の国庫負担金、

１目の療養給付費負担金を８,３８７万２,０００円の減額するものと、９４ページになります、

２項の国庫補助金、１目の財政調整交付金を２,４６０万４,０００円の増額の主なもので、概算

見込みによるものであります。 

 ４款の療養給付費等交付金では、退職被保険者の療養給付費に対する交付金ですが、概算見込

みにより、４９８万９,０００円を増額いたします。 

 ５款の県支出金では、高額医療費共同事業負担金の決定により、２２０万５,０００円を増額

いたします。 

 ９５ページ、６款の共同事業交付金では、高額医療費の概算見込みによる３０８万８,０００円

を減額いたします。 

 ７款の財産収入は省略いたします。 

 ８款の繰入金では、３６７万円を減額いたします。これは一般会計からの繰入金で職員給与費

等繰入金を１４万６,０００円増額、出産育児一時金等繰入金を２００万円、財政安定化支援事

業繰入金を４５万４,０００円、その他一般会計繰入金を１３６万２,０００円の減額でございま

す。 

 ９６ページをお願いします。１０款の諸収入は見込みにより、１５７万４,０００円を減額い

たします。 

 次に歳出について、９７ページ。１款の総務費では、職員人件費や一般管理費として１４万

６,０００円を増額いたします。 

 ２款の保険給付費では７００万円を増額いたします。これは１２月までの医療費から推計いた

しまして、保険給付費を算出したもので、１項の療養諸費は、退職被保険者等療養給付費を

３,０００万円増額。 

 次の９８ページの２項の高額療養費は、一般被保険者高額療養費を２,０００万円減額してお

ります。 
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 ４項の出産育児諸費では、最終見込みにより３００万円を減額いたします。 

 ９９ページ。３款の老人保健拠出金では、老人保健医療費拠出金の確定により、５,９２５万

２,０００円を減額いたします。 

 ４款の介護納付金は財源組みかえであります。 

 ５款の共同事業拠出金は、高額医療費拠出金の確定により５７５万３,０００円を減額いたし

ます。 

 １００ページをお願いします。６款の保険給付費は、しまとぴあスカイセンターの事業費見込

みにより４３万１,０００円を減額いたします。 

 ７款の基金積立金は省略いたします。 

 １０１ページ。１０款の繰り出し金では、公営企業局企業会計への繰り出し金として９４１万

８,０００円を増額いたします。 

 １１款の予備費では、３,３６１万１,０００円を減額し、財源調整を行っております。 

 以上のことから、補正前の２０億３,３６８万７,０００円から８,２５１万７,０００円を減額

いたしまして、補正後の額を１９億５,１１７万円とするものでございます。 

 以上で、平成１６年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明を

終わります。 

 次に、議案第１５号平成１６年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につき

まして、補足説明を行います。 

 予算書の１７ページをお願いいたします。 

 今回の補正は、１２月までのサービス利用実績から推計しました年間の保険給付費の減額が主

なものであります。 

 それでは本文で第１条の歳入歳出予算の補正では、第１項で既定の歳入歳出予算の総額から、

歳入歳出それぞれ６,５３８万４,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１５億９,６７８万６,０００円とするものです。 

 第２項で歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるとしています。 

 １９ページから２０ページに「第１表 歳入歳出予算補正」を掲げていますが、事項別明細書

で説明いたします。 

 事項別明細書の１０５ページをお願いします。 

 歳入から説明いたします。１０５ページ。１款の保険料では、２４万３,０００円を増額いた

します。調定額によりまして、現年度分特別徴収保険料は、収納率１００％として１７７万

２,０００円の減額、現年度分普通徴収保険料は、収納率９４.５％として１９１万１,０００円
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の増額、滞納繰越分保険料は、収納率３０％として１０万４,０００円を増額いたします。 

 ２款の使用料及び手数料は省略いたします。 

 ３款の国庫支出金１項の国庫負担金では、１,３１５万８,０００円を減額いたします。介護給

付費に減額に伴う２０％相当分の介護給付費負担金であります。 

 次に１０６ページ。４款の支払い基金交付金では、社会保険診療報酬支払い基金からの交付見

込みにより３,０３６万３,０００円を減額いたします。 

 ５款の県支出金では８２２万４,０００円を減額いたします。介護給付費の減額に伴う

１２.５％相当分の介護給付費負担金であります。 

 ７款の財産収入は省略いたします。 

 ８款の繰入金では１,３９０万６,０００円を減額いたします。介護給付費繰入金で、８２２万

４,０００円の減額、介護認定審査会経費などのその他一般会計繰入金で５６８万２,０００円を

減額いたします。 

 １０款の諸収入は省略いたします。 

 次に、歳出を説明いたします。 

 １０９ページをお願いします。１款の総務費、１項の総務管理費では、一般管理経費の実績見

込みで４３万９,０００円を減額いたします。２項の徴収費では１９万円を減額。 

 １１０ページ。３項の介護認定審査会費では、介護認定審査会開催日数や、主治医意見書作成

件数などの減少で５０３万１,０００円を減額いたします。 

 ２款の保険給付費１項のサービス諸費では６,４１０万９,０００円を減額いたしました。サー

ビス給付費の減額が見込まれますので、介護サービス給付費で５,８７９万５,０００円、支援

サービス等給付費で５３１万４,０００円の減額となります。 

 ２項のその他諸費は省略いたします。 

 １１２ページ。３項の高額サービス費でも減額が見込まれますので１５６万５,０００円を減

額いたします。 

 ４款の基金積立金では、保険給付費の減額に伴いまして、介護給付費準備基金への積み立てと

して６０６万６,０００円を増額いたします。 

 以上のことから、補正前の１６億６,２１７万円から６,５３８万４,０００円を減額いたしま

して、補正後の額を１５億９,６７８万６,０００円とするものでございます。 

 以上で、平成１６年度周防大島町介護保健事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明を終わ

ります。 

 次に、議案第１６号平成１６年度周防大島町訪問看護事業特別会計補正予算（第１号）につき

まして補足説明を行います。 
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 予算書の２１ページをお願いいたします。本文で第１条の３に歳入歳出予算の補正では、第

１項で既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３万２,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１,２８３万８,０００円とするものです。 

 第２項で歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるとしています。 

 ２３ページから２４ページに「第１表 歳入歳出予算補正」を掲げていますが、事項別明細書

で説明いたします。 

 事項別明細書の１１５ページをお願いします。 

 歳入から説明いたします。１１５ページ。１款の療養費交付金では、実績見込みにより医療保

険分の訪問看護療養費交付金で８７万４,０００円の増額、介護保険分の介護保険給付費で

８９万１,０００円を減額いたします。 

 ２款の分担金及び負担金では、訪問看護、介護保険の利用料見込みとして６,０００円を増額

いたします。 

 ３款の繰入金では、一般会計から４万３,０００円を増額し、財源調整を行っております。 

 １１７ページをお願いします。歳出について説明いたします。 

 １款の訪問看護事業費、１目の訪問看護事業費では、職員人件費として３万２,０００円を増

額いたします。 

 以上のことから、補正前の１,２８０万６,０００円に３万２,０００円を追加いたしまして、

補正後の額を１,２８３万８,０００円とするものでございます。 

 以上で、平成１６年度周防大島町訪問看護事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明を終わ

ります。 

○議長（新山 玄雄君）  田村環境生活部長。 

○環境生活部長（田村  博君）  続きまして、議案第１７号平成１６年度周防大島町簡易水道事

業特別会計補正予算（第１号）について補足説明をいたします。 

 ２５ページをお願いいたします。 

 第１条に歳入歳出予算の補正を掲げております。歳入歳出それぞれ２６１万３,０００円を追

加し、総額を７億８,３２８万３,０００円とするものであります。 

 ２項には、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるということ

であります。 

 それでは事項別明細書の１２１ページをお願いいたします。 

 歳入であります。１款分担金及び負担金、１項負担金、１目加入負担金６０万３,０００円の

減額であります。これは新規加入者の見込み減であります。 
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 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金は３８５万５,０００円の減額補正で財

源の調整をしております。 

 続きまして、５款の諸収入、１項、１目給水工事徴収金１３万円の増額は、メーター機器の売

上げによる増であります。 

 続きまして、３項、１目雑入６９４万１,０００円は下水道事業の保証によるものであります。 

 続きまして、歳出であります。１款簡易水道費、１項事務費、１目総務費は省略させていただ

きます。 

 ２項事業費、１目維持管理費４６万７,０００円の減額は、減額。３目の水道保障事業費の

２８９万７,０００円の増額補正は、いずれも精算見込みによるものであります。 

 ４款、１項、１目災害復旧費２２万２,０００円の減額補正は、精算によるものであります。 

 以上で、平成１６年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明を終わ

らせていただきます。 

 続きまして、議案第１８号平成１６年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて、補足説明をいたします。 

 第１条に、歳入歳出予算の補正を掲げております。歳入歳出それぞれ２２５万３,０００円を

減額し、総額４億６,１７９万２,０００円とするものであります。 

 ２項には補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるということで

あります。 

 第２条では、町債の補正の変更は「第２表 地方債補正」によるということであります。 

 それでは事項別明細書をお願いいたします。 

 １２７ページであります。歳入であります。１款分担金及び負担金、１項分担金、１目公共下

水道分担金は３６万５,０００円を減額いたします。この主な要因は受益者分担金、現年度分の

面積９９０平米の減によるものであります。 

 次に、２款使用料及び手数料、１項使用料、１目公共下水使用料は３５８万３,０００円の減

額であります。これは合併に伴う料金体系の変更及び片添地区４８７戸、安下庄地区３１４戸の

実績によるものであります。 

 次に、４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金は２１８万７,０００円の増額補

正を行い、財源の調整を行っております。 

 ５款諸収入、１項営業外利益、１目消費税還付金は４９万２,０００円の減額であります。こ

れは還付金の決定によるものであります。 

 ６款、１項町債、１目下水道事業債４,７９０万円の減額にもこの過疎対策事業債の４,７９０万

円の増額は起債対象事業費の確定によるものであります。 

- 48 - 



 次に、歳出であります。１２９ページです。１款公共下水費、１項事務費、１目総務管理費は

１４万３,０００円の減額補正であります。これは実績見込みによるものであります。 

 ２項事業費、１目維持管理費では２１１万円の減額補正であります。その主な要因は、節の事

業費では片添地区の窒素リン計器の修理のため、４５万円の増額、医療材料費の１０万円の増額

は検査検体数の増加によるものであります。 

 次に、委託料の２３５万９,０００円の減額でありますが、処理施設維持管理業務１００万

２,０００円の減は、当初片添地区の電気設備点検業務が含まれていたため、今回、細節の電気

設備点検業務へ移行しております。 

 次に、緊急対策業務３１万３,０００円の減額は、緊急業務がなかったための減額であります。 

 次に、下水道台帳作成業務９２万５,０００円の減額は、安下庄地区の管路延長の減による減

額であります。 

 汚泥処理業務１１５万７,０００円の減は、安下庄地区の汚泥量の減によるものであります。 

 ２目の公共下水事業費は、保証補てん及び賠償金の水道補償工事の精算による減額であり、工

事の動向を図るため、工事費へ補正を行うものであります。 

 以上で、平成１６年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明を終わり

ます。 

 次に、３５ページ、予算書の３５ページをお願いします。 

 議案第１９号であります。議案第１９号平成１６年度周防大島町集落排水事業特別会計補正予

算（第２号）について補足説明を行います。 

 第１条に歳入歳出予算の補正を掲げております。歳入歳出それぞれ６４１万５,０００円を減

額し、総額を１１億９,４４２万２,０００円とするものであります。 

 ２項には補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるということで

あります。 

 ２条では町債の補正は、補正の変更は「第２表 町債補正」によるということであります。 

 それでは事項別明細書をお願いします。１３３ページをお願いします。 

 歳入は、４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金では、１,１０７万４,０００円

を繰り入れいたしまして、財源の調整を行っております。 

 次に、５款諸収入、１項営業外利益、１目消費税還付金１５８万９,０００円の減額でありま

すが、これは還付金の額の決定によるものであります。 

 ６款、１項町債、１目の下水道事業債６,１３０万円の減額、２目の過疎対策事業債４,５４０万

円の増は、起債対象事業費の確定によるものであります。 

 次に、歳出であります。１款農業集落排水費、１項、１目総務管理費、２項事業費、１目維持
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管理費は省略させていただきます。 

 ２目集落排水事業費の沖浦西地区及び和田地区は、精算見込みによる節間調整を行っておりま

す。 

 沖浦東地区は、下水道の進捗状況による７０万円の増額補正であります。物件補償の７８６万

２,０００円の増額は水道補償工事、公有財産購入費の２０万円の増額は、処理場用地でありま

す。 

 いずれも工事請負費からの調整によるものであります。 

 次に、日良居地区の６４３万円の減額補正であります。当初予定しておりましたマンホールポ

ンプ３件分が取りつけ希望者がいなかったため、工事請負費６００万円の減額であります。 

 また合併に伴い、土地改良連合会負担金４３万円、農業集落排水協会負担金５万３,０００円

の減額補正であります。 

 次に、日良居地区農業集落排水工事の債務負担行為は、精算による工事請負費６７万４,０００円

の減額補正であります。 

 以上で、平成１６年度周防大島町集落排水事業特別会計補正予算（第２号）の補足説明を終わ

らせていただきます。 

 続きまして、予算書の４１ページをお願いします。 

 議案第２０号平成１６年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について

補足説明を行います。 

 第１条に歳入歳出予算の補正を掲げております。歳入歳出それぞれ１５万４,０００円を追加

し、総額を２,８５９万４,０００円とするものであります。 

 ２項には補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるということで

あります。 

 それでは事項別明細書をお願いします。１４１ページです。 

 歳入は、２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金では１５万４,０００円を繰り

入れいたしまして、財源の調整を行っております。 

 次に、歳出であります。１款漁業集落排水費、２項事業費、１目維持管理費では１５万

４,０００円の増額補正であります。 

 報償費、旅費、需用費の減額は精算見込みによるもので、委託料につきましては、脱水機運転

業務３７万５,０００円の増額補正でありますが、これは、汚水量の増加によるものであります。 

 以上で、平成１６年度漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明を終わらせて

いただきます。 

 慎重審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。 
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○議長（新山 玄雄君）  村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  それでは特別会計の最後になります議案第２１号平成１６年度周防

大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号）につきまして、補足説明をいたします。 

 補正予算書の４５ページでございますが、今回の補正は既定の予算に歳入歳出それぞれ８万

１,０００円を追加し、予算の総額を４,３４８万円とするものであります。 

 次に、補正予算事項別明細書１４９ページをお開きいただきたいと思います。 

 まず、歳出から御説明をいたします。各航路におきます船員等の人件費の最終調整と情島航路

の燃料費を７万７,０００円増額をしておるものでございます。 

 １４７ページにかえっていただきまして、歳入のところでございますが、国庫補助金、これが

減額見込みとなりましたので、５４万６,０００円を減額いたしております。これに伴いまして、

一般会計から繰入金を６２万７,０００円増額いたしまして、調整を図っております。 

 以上が、議案第２１号平成１６年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号）の概要で

ございます。 

 慎重審議の上、何とぞ御議決いただきますようお願い申し上げまして、補足説明を終わります。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 議案第１４号質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  まず、一点目は税にかかわる部分です。国民健康保険税、これ

は今年度は、１６年度は、いわゆるこの年度はそれぞれの旧町でそれぞれ引き継いだという格好

になっちょると思いますが、税はそれぞれ合併と同時に調整した以外の項目ということでよろし

いのかどうなのか、確認しちょきたいというふうに思います。 

 それともう一点は、国民健康保険税２,４２８万円の減額となっておりますが、これは、加入

者状況は、そのままで、実際的にはどうなのかというふうな点を報告を求めたいというふうに思

います。 

 と言いますのが、国民健康保険税の場合は、基本的には所得割、資産割、均等割、平等割とい

う形の中から、税が確定しておりますけど、その点を聞いておきたいいうふうに思います。 

 最終的には今年度どういう人数見込みなるか、聞いておきたいというふうに思います。 

 それともう一点は、ちょっとこれも確認なんですが、１５年度からは見直しというふうな部分

は聞いておるんですが、医療費に対する国庫負担の割合、いわゆる５０からまた落とすと、その

落とした分を税の見直し、負担の見直しということで国庫負担分の落ちた部分を台帳と所得譲与

税で見るという部分が、１６年度、既に開始されているのかどうなのか、ちょっとその辺の確認

をしときたいというふうに思います。 

 以上です。 
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○議長（新山 玄雄君）  橋本税務課長。 

○税務課長（橋本 澄夫君）  １６年度の交付税につきましては、旧町の税をそのまま税率を適用

いたしております。 

 新税率につきましては、１７年度からでございます。 

 それから補正の減でございますが、これは１６年度の当初予算のときに、私の計算違いといい

ますか、勘違いによりまして、例えば、新町へは当初予算のときにも御説明いたしましたけれど

も、未収と、納期未到来分がすべて新町の調定に立っております。 

 そうしますと、例えば、１００の調定を立てたときに、未収と納期未到来がすべて新町にかか

ってきますので、分母が大きくなるわけでございます。１００の調定で、本来８０入るとことが、

すべて未収が新町に回っておりますので、６０しか入らないというようなことになりますと、調

定率が、収納率が落ちてまいります。 

 そのようなことで今回、補正をさしていただいておるところでございます。 

 一般会計で、出てまいりました税につきましても、そのような理由で落としておるところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  １６年度の国庫補助金の税源移譲ということは、それはありま

せん。 

 税源移譲につきましては、１７年度から５％が県の方へ税源移譲されることになっております。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第１５号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 次に、移ります。議案第１６号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 次に、移ります。議案第１７号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

- 52 - 



 議案第１８号、質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今回、下水道事業の補正について質疑をします。 

 一点は、今回、工事費分の補正が出ているというふうに考えております。 

 これは、沖浦……（「１８号でいいんじゃないの」「１８号じゃろ」「下水じゃろ」「下水道

ですよ」と呼ぶ者あり） 

 実際的には、起債の変更、下水道、入りは下水道事業債から過疎対策事業債へ一部振り分ける

と。入りはなっとりますが、出の方で聞いておきたいというふうに思います。 

 と言いますのが、今回、実際的にはこの補正が通れば──お、減か、両方、減か。沖浦西地区

が、工事費が増というふうになっとたと思うんですが、ちょっと見てくださいませ。５９２万

５,０００円増ということになっとると思います。（「これ、違うよ、これは違う、これは違う、

これあんたここ違わね。下水道じゃなく……」と呼ぶ者あり） 

○議長（新山 玄雄君）  ただいまのは１８号下水道でございますが……（「１２９にいかなきゃ

いけんの、ページが、１２９よ、こりゃ違わね」と呼ぶ者あり） 

 １８号でございます。第１８号の、議案第１８号質疑はありませんか。（「ちょっとまって」

と呼ぶ者あり）これ、下水道でございます。──質疑なしと認めます。 

 議案第１９号、質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  まあ両方ともあるんですが、合わせて聞いておきたいというふ

うに思います。と言いますのが、下水の方も一つは下水の方も、農集の方も基本的には、旧町ご

とで事業実施してるところでは、実際的には、宅内工事にかかわる利子補給の制度があると。今

回、当然補正されてると思います。減額補正ではあります。実際的に農集の中で、旧大島町の場

合はありませんが、橘の場合、農集やっちょるところもあるかな、実際的には補正されとると思

います。その中で、一つはいわゆる残高、どの程度のいわゆる世帯数として借方があるのかどう

なのか、聞いておきたいというふうに思います。 

 それともう一つは、沖浦地区農業集落排水事業の中で、西地区が、改めて工事量の増というこ

とで、今回補正されとりますが、どのあたりの部分を計画されているのか、聞いておきたいとい

うふうに思います。 

 それと、物件関係も合わせて聞いておきたいと。これは東地区になりますが、物件関係も聞い

ておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  嶋元下水道課長。 

○下水道課長（嶋元 則昭君）  それでは最初に利子補給の件からお答えいたします。 

 現在、利子補給制度を行っているのは、旧橘町の関係で、利子補給は行っております。 

 約……、正確にははっきりわからないんですけど、７０件はあると思います。利率については
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現在が２％で行っております。 

 そして新規地区につきましても、合併により大島にも、今度は該当するようになります。最高

限度が６０万円でございます。 

 続きまして、沖浦西地区の工事請負費の５９２万５,０００円の増額ですが、場所といたしま

しては、今回の議案の中に上がっている土地の買収で、処理場の工事の基礎部分に行くようにな

っております。 

 続きまして、公有財産購入費ですが、これは処理場用地の方の追加買収工事の単独部分の工事

に該当いたします。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２０号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２１号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論、採決に入ります。 

 議案第１４号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第８、議案第１４号平成１６年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１５号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第９、議案第１５号平成１６年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１６号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第１０、議案第１６号平成１６年度周防大島町訪問介護事業特別会計補正予算（第１号）

について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１７号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第１１、議案第１７号平成１６年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１８号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第１２、議案第１８号平成１６年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１９号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第１３、議案第１９号平成１６年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２０号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第１４、議案第２０号平成１６年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２１号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第１５、議案第２１号平成１６年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩をいたします。２時１５分まで休憩いたします。 

午後１時55分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時15分再開 

○議長（新山 玄雄君）  おそろいのようでございますので、再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第２２号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１６、議案第２２号平成１６年度周防大島町公営企業局企業会計

補正予算（第１号）についてを上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。川田企業管理者。 

○公営企業管理者（川田 昌満君）  議案第２２号平成１６年度周防大島町公営企業局企業会計補

正予算（第１号）について、正誤表のとおり修正し補足説明を申し上げます。 

 お手元の平成１６年度周防大島町補正予算書の４９ページの平成１６年度周防大島町公営企業

局企業会計補正予算（第１号）をお開きいただきたいと思います。この予算は、１２月末日まで
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の業務量及び事業収支の実績に基づきまして推計し補正したものであります。第１条は総則であ

ります。第２条は業務の予定量を補正するもので、患者数では入院を東和病院に２６０人加えて

１万９,８４６人、橘病院に１６１人減じて６,００４人、大島病院に９９５人減じて１万

５,８６２人、合計で８９６人減じまして４万１,７１２人とし、外来患者数では東和病院に

４００人加えて２万８,２２９人、橘病院に４４２人減じて１万８,３３０人、大島病院に９３人

加えて１万７,８００人、合計で５１人加えまして６万４,３５９人と見込むものであります。 

 次の、介護老人保健施設利用者数では、入所をやすらぎ苑に２３人減じて８,８８６人、さざ

なみ苑に７３人加えて８,９０２人、合計で５０人加えまして１万７,７８８人とし、通所をやす

らぎ苑に３人減じて７９４人、さざなみ苑に１０５人加えて７８３人、合計で２０２人加えまし

て１,５７７人と見込みものであります。 

 次の、１人平均患者数は、さきの患者数を診療日数で除したものでありまして、入院を東和病

院に２人加えて１１０人、橘病院に１人減じて３３人、大島病院に５人減じて８８人、合計で

４人減じまして２３１人とし、外来を東和病院に４人加えて２３８人、橘病院に３人減じて

１５５人、大島病院に１人加えて１５０人、合計で……（発言する者あり）ああ、かなり間違っ

ておるようですが、正誤表がついておりますので。申しわけありません。２３８人、橘病院に

３人減じて１５５人、大島病院に１人加えて１５０人、合計で２人加えまして５４３人とするも

のであります。 

 次の、１日平均利用者数もさきの利用者数を診療日数で除したもので、通所をさざなみ苑に

１人加えて７人、合計で１人加えまして１４人とするものであります。 

 次の、主要な建設改良事業の病院改築事業では、台風災害の費用の確定に伴い東和病院を

４３万円増額し５,７３４万円、橘病院を３,３７６万７,０００円減額し１億４,７２７万

７,０００円、大島病院を１２７万１,０００円増額し４６８万９,０００円、やすらぎ苑を

９２万９,０００円減額し３６２万８,０００円、さざなみ苑を１,４２９万７,０００円減額し

２,２９０万７,０００円、大島看護専門学校を５万４,０００円減額し６８７万９,０００円、合

計で４,７３４万６,０００円減額補正いたしまして、２億４,２７２万円とするものであります。 

 次の、医療機械器具及び備品購入では、橘病院をマルチカラーレーザー分で１,０１７万

７,０００円増額し１億４,３９８万６,０００円、合計で１,０１７万７,０００円増額補正いた

しまして、１億９,７７４万９,０００円とするものでございます。 

 次の、第３条は、収益的収入及び支出について補正するものであります。収入のうち事業収益

では、東和病院を４,３８７万９,０００円増額し、９億６,２２０万４,０００円、橘病院を１億

５,７７０万２,０００円増額し５億５,３６９万１,０００円、大島病院を１,４２０万

７,０００円減額し６億６,９９０万６,０００円、やすらぎ苑を１２３万６,０００円増額し１億
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４,０５９万１,０００円、さざなみ苑を１,６０２万円増額し１億４,７４１万７,０００円、大

島看護専門学校を２,２７３万６,０００円増額し１億６,５０４万１,０００円、合計で２億

２,７３６万６,０００円増額補正いたしまして、２６億３,８８５万円とするものであります。 

 支出のうち事業費用では、東和病院を５,３３５万１,０００円増額し９億８４２万２,０００円、

橘病院を１億９１２万７,０００円増額し４億７,３０９万６,０００円、大島病院を１２８万

４,０００円減額し５億５,０１９万３,０００円、やすらぎ苑を１７６万５,０００円増額し１億

３,７５５万６,０００円、さざなみ苑を１,６７０万２,０００円増額し１億４,６７１万

５,０００円、大島看護専門学校を５０１万６,０００円増額し１億１,４３５万２,０００円、合

計で１億８,４６７万７,０００円増額補正をいたしまして、２３億３,０３３万４,０００円とす

るものであります。 

 次に、第４条は、資本的収入及び支出について補正するもので、資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額１億４,２７１万４,０００円を減債積立金で補てんするものに改めるものであ

ります。収入のうち資本的収入では、台風被害保険金及び補助金の確定に伴い、東和病院を

２,１０６万３,０００円減額し１８８億８,５９０万７,０００円、橘病院を１億４,１８８万

４,０００円減額し１億９,７０６万８,０００円、大島病院を５７２万５,０００円増額し１億

１,７８２万６,０００円、やすらぎ苑を３０９万１,０００円減額し１,３３３万９,０００円、

さざなみ苑を２,８５２万１,０００円減額し１,６５７万８,０００円、大島看護専門学校を

４３０万８,０００円減額し１,４９２万１,０００円、合計で１億９,３１４万２,０００円減額

補正いたしまして、１９２億４,５６３万９,０００円を予定するものであります。このうち企業

債につきましては、病院事業債もしくは公営企業災害復旧債として借り入れを、支出金は国庫補

助金を予定するものであります。 

 支出のうち資本的支出では、東和病院を４３万円増額し１８９億６９０万５,０００円、橘病

院を２,３５９万円減額し３億２,４６１万１,０００円、大島病院を１２７万１,０００円増額し

１億２６９万６,０００円、やすらぎ苑を９２万９,０００円減額し１,２６３万８,０００円、さ

ざなみ苑を１,４２９万７,０００円減額し２,５３２万９,０００円、大島看護専門学校を５万

４,０００円減額し１,６１７万４,０００円、合計で３,７１６万９,０００円減額補正いたしま

して、１９３億８,８３５万３,０００円とするものであります。このうち建設改良費につきまし

ては、第２条の主要な建設改良事業で御説明申し上げましたとおりであります。 

 次の、第５条は、企業債について補正するもので、東和病院を３,３１０万円、橘病院を１億

９,１６０万円、大島病院を１１０万円、やすらぎ苑を４００万円、さざなみ苑を３,５５０万円、

大島看護専門学校を４９０万円それぞれ減額し、合計で２億７,０２０万円減額補正をいたしま

して、起債限度額を２億８,６６０万円とするものであります。 
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 次に、第６条は、議会の議決を得なければ流用することのできない経費について補正するもの

であります。給与費は、東和病院を２５３万円減額し４億２,０７３万３,０００円、橘病院を

３３２万７,０００円増額し１億６,４６５万５,０００円、大島病院を２００万１,０００円減額

し２億９,８９４万２,０００円、やすらぎ苑を１１１万６,０００円減額し８,３２４万

４,０００円、さざなみ苑を１０万２,０００円減額し７,５３１万３,０００円、合計で２４２万

２,０００円を減額補正いたしまして、１１億４７７万１,０００円とするものであります。 

 公債費は、関連費用の案分率の変更によるもので、合計に変更はございません。 

 次に、第７条は、他会計からの補助金について補正するものであります。これは特別交付税の

確定及び保険事業の確定に伴い、東和病院を２１５万４,０００円減額し４,０７７万５,０００円、

橘病院を１３３万２,０００円増額し７,６１３万４,０００円、大島病院を５５５万６,０００円

減額し６,６７６万５,０００円、やすらぎ苑を３８万２,０００円減額し１,３９８万６,０００円、

さざなみ苑を３万２,０００円増額し１,３６３万８,０００円、合計で６７２万８,０００円を減

額補正いたしまして３億３９７万７,０００円とするものであります。 

 次に、第８条は、棚卸資産購入限度額について補正するものであります。これは薬品、診療材

料、給食材料等の貯蔵品購入限度額を東和病院を１,４１２万５,０００円増額し２億３,６９２万

２,０００円、橘病院を１８２万９,０００円減額し６,９８７万３,０００円、大島病院を４９１万

５,０００円増額し１億４,８３０万６,０００円、大島看護専門学校を１０６万２,０００円増額し

７９０万４,０００円、合計で１,８２７万３,０００円増額補正をいたしまして、４億６,３００万

５,０００円とするものであります。 

 次に、第９条は、重要な資産の取得及び処分について補正するものであります。これは地方公

営企業法施行例第２６条の３の規定により７００万円以上の建物、医療機器の購入及び処分する

ものについて定めるものであります。取得する資産といたしまして、橘病院にマルチカラーレー

ザーを追加し、処分する資産といたしまして、東和病院にソーラーシステムを、大島病院にソー

ラーシステムを追加するものであります。 

 付属資料といたしましては、別つづりの平成１６年周防大島町各会計歳入歳出補正予算事項別

明細書の最後になりますが、平成１６年度周防大島町公営企業局企業会計予算に関する説明書の

１５１ページから１５７ページまでに予算実施計画を、１５８ページから３１５９ページまでに

資金計画を１６０ページから１６７ページまでに、給与費明細書を１６８ページから１７６ペー

ジまでに予定貸借対照表を添付してございます。なお、当年度純利益は１７６ページの平成

１６年度周防大島町公営企業局事業予定貸借対照表のとおり２億４,４９６万６,０００円を見込

むものでございます。 

 以上で、議案第２２号の平成１６年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第１号）の補
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足説明を終わります。どうかよろしく御審議いただき御議決を賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第２２号、質

疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今説明があったわけですが、今回、前回同様、ほとんど同様で

すが、９６億２,８２５万円の有価証券、国債を運用してるわけなんですが、その財源となるも

のが私たち非常にわかりにくいということで質問します。いいますのが、実際的には引当金や自

己資本金の一部、そして、一般会計負担金、その他資本剰余金、減債利益、建設改良等がこれに

当たるというふうに理解してよいのかどうなのか。実際的に有利な方法ということで企業会計の

方は、いうなれば国債を運用しよるということになっておりますが、実際はどうなのか、資金部

分として聞いておきたいというふうに思います。 

 それともう１点は、実際的には３病院とも、いわゆる病院の事業収益ではなかなか運営は難し

いということで、今度は繰り出し金という格好になりますが、実際的には国等からの赤字病院補

てん分としての特交分がそのまま企業会計にきますよね。いう格好で実際的には比率等は大体出

しよるんですか、年度ごとに。例えば３月見通しで実際的には病院運営からすれば実際繰入金が

なければかなりの大赤字ということにならざるを得んのじゃないか思いますが、収益に関するそ

の他分と事業収入分という格好で比率は出しちょるかどうなのか、聞いておきたいというふうに

思います。 

○議長（新山 玄雄君）  横山企業局総務部長。 

○公営企業局総務部長（横山 充生君）  それでは、広田議員さんの御質問にお答えいたします。 

 まず、国債の財源でございますけど、本来国債というのは証券でございますが、現金預金にか

わるものを運用するのに国債を買って運用してるわけです。したがいまして、財源は国債を売っ

て、そのお金でまた国債を買うという方法でございます。 

 それから、２点目の普通交付税と特別交付税の件でございますけど、これは病院に対して交付

されます普通交付税、特別交付税は、一般会計から繰り入れという形で病院の方に──公営企業

局の方に入っております。ちなみに金額で申しますと、特別交付税は今年度は１億８,２９８万

８,０００円でございます。 

 それから、ちょっと普通交付税の方が１億３,４８６万２,０００円、それから、看護学校に対

して交付されます普通交付税が７,９２０万７,０００円、それから、普通交付税の中に企業債の

借り入れした場合、措置される交付税がございますけど、いいときは４割あったわけですけど、

現在ちょっと下がっておりますけど、その交付税が８,６４１万３,０００円でございます。 

 以上でございます。 
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○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  非常に私もわかりにくいんです、実は。いわゆる国債運用とい

うのが非常にわかりにくいんですが、実際的には国債を買う金はそれぞれ病院内にある各基金が

ベースになって、例えば事務所運用金、事務所運用金というか今何という言い方かわかりません

が、預かり金ですよね。預かり金とか基金とかいうのをベースに国債を買って運用しよるという

ことじゃないんですかね。ある日突然国債が発行して、発生してというんじゃなしに、それぞれ

基礎になる金額、国債を買った金額がその運用回りよるんじゃないんですか。ちょっとようわか

らんので再質問しちょきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  横山企業局総務部長。 

○公営企業局総務部長（横山 充生君）  大変説明が悪くて済みません。お手元の事項別明細書の

欄の１７２ページの３番目の国債の部のとこでございますけど、まず、引当金でございますね。

これと主には１７６ページの（２）でございますけど、利益剰余金、で、ほぼちょっと５０億円

ぐらいいくと思うんですが、それとあと組み入れ資本金も一部入ると思いますけど、それと内部

的に留保したお金でございます。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。議案第２２号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第１６、議案第２２号平成１６年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第２号）に

ついて、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第２３号 

日程第１８．議案第２４号 

日程第１９．議案第２５号 

日程第２０．議案第２６号 

日程第２１．議案第２７号 
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○議長（新山 玄雄君）  日程第１７、議案第２３号周防大島町個人情報保護条例の制定について

から日程第２１、議案第２７号周防大島町長期継続契約を締結することができる契約を定める条

例の制定までの５議案を一括上程し、これを議題とします。 

 日程第１７、議案第２３号周防大島町個人情報保護条例の制定について補足説明を求めます。

椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第２３号の補足説明を申し上げます。議案つづりの５ページをお願

いをいたします。 

 議案第２３号周防大島町個人情報保護条例の制定について補足説明を申し上げます。 

 平成１５年５月３０日に公布されました個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する

個人情報の保護に関する法律が、今年４月１日より施行されますことに伴いまして、周防大島町

個人情報保護条例を制定しようとするものでございます。 

 近年、経済社会の情報化の進展に伴いまして、官民を通じてコンピューターネットワークを利

用して、大量の個人情報が処理されております。こうした個人情報の取り扱いは今後ますます拡

大をしていくものと予想されております。しかし、その一方で個人情報は一たん誤った取り扱い

をされると、個人情報の流出や漏洩などの問題が発生するなど、プライバシーを初めとする個人

の権利及び利益の侵害に対するおそれが増大し、個人情報の取り扱いに対する社会的な不安感が

広がっております。このような情報を踏まえまして、本町といたしましても、個人情報の保護の

必要性にかんがみ、町の保有する個人情報の適正な取り扱い及び保護に努め、町民の基本的人権

を擁護し、そして、信頼される町政の実現を目指すことを条例の目的といたしております。町の

実施機関が個人情報の適正な取り扱いと保護に努めることは言うまでもありませんが、事業者、

さらには町民につきましてもその重要性を認識し、個人情報の保護に努めるよう条例で要請をい

たしております。 

 また、条例では、個人情報の保護と同時に、個人情報の開示の請求、訂正、または削除の請求、

利用停止の請求を基本的に本人に限り行うことができるとしております。さらに、大量の個人情

報が正当な理由がないのに提供されたり、個人情報を不正な利益を図る目的で提供されたりした

ときは、罰則を規定しております。これは職員及び受託者における個人情報の適正な取り扱いに

反した行為に対する罰則を規定したものでございまして、国の行政機関の保有する個人情報の保

護に関する法律に規定されている罰則事項及び住民基本台帳法に規定されております罰則事項等

を参考に規定をいたしておるものでございます。 

 以上、２３号の補足説明を終わります。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますよう、

よろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありません
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か。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  ちょっと１点聞いておきたいと思いますが、不服申し立ての件

があります。例えば実際的に不服申し立てをすることができるという欄で、実際的に期日等につ

いてはなしで、実際的には考えておったらよいと。通常の例えばものではなしに、ここに掲げる

分については期日的なものはなしと、不服申し立てする理由において、理由というか期日におい

てはないというふうに考えておったらよろしいのか。 

○議長（新山 玄雄君）  中野企画課長。 

○企画課長（中野 守雄君）  御質問にお答えいたします。不服申し立ては、情報公開条例と同様

で、６０日の一応の期限といいますか目安をしておりますので、同様に運用したいと思っており

ます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  それともう１件聞いておきたいのは、いわゆる情報公開条例等

で実は請求した場合に、この個人情報にかかわる部分が並列した部分が出てきます。といいます

のは、今までも情報公開をして黒塗りがあります。いわゆる情報公開の際に出てくる黒塗り。そ

れで実際的には今回請求する場合、例えば私たちがこれは不利益を生じるということで仮に不服

申し立てをした場合に、やっぱり相手側、いわゆる相手側との訴訟の関係が発生します。そうい

う場合に実際的には基準が非常にわかりにくいという面があります。私も十分に条文を理解して

るつもりはありませんが、実際的にはそういう部分が発生するんじゃないかというふうに考えて

おりますが、その点ではどういう判断に立つのかというのが非常にわかりにくいというのであえ

て質疑をします。 

○議長（新山 玄雄君）  中野企画課長。 

○企画課長（中野 守雄君）  お答えいたします。情報公開条例と個人情報保護条例、基本的には

第三者が公文書の公開を求めるのが情報公開。で、本人の個人情報について開示を求めるのが個

人情報保護条例ということでございますので、個人情報保護条例に基づく開示請求等がございま

したら、あくまでも本人の個人情報のみという──町が保有するですね、ということになります

ので、その辺のところで例えば他の個人情報が入っておれば消すといいますか、コピー上で消す

とか、いわゆるこれは部分公開の対照ということになります。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  例えば、具体的事例でちょっと聞いておきますが、例えば請求

等が発生します。物品等について私たちが情報公開に基づいて町と民間との契約条項等が発生し

とるから委託契約等が発生しますね。そういうときに例えば、いやこれは本人の部分だからだめ
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だとか、そういう相関といいますか、そういう部分が発生しないかなという面があるんですよ。

いいますのが、例えば町と民間とがガス、電気、そのほか契約します。そのときは基本的に私た

ちは個人の、いわゆる個人と企業に対して、いうなればどういう関係にあるんかというのを請求

しますよね。それで実際的には今度は個人保護条例からすれば、企業は対象外という見方もある

かもわかりませんが、実際的には社長名等が出てくると。そういうときに逆に押さえる関係は発

生しないかなというので再度質問しときたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  中野企画課長。 

○企画課長（中野 守雄君）  お答えいたします。情報公開条例の場合は公文書ということでござ

います。その中に個人情報があった場合はどうするのかということだろうと思います。基本的に

情報公開の場合に、確かに個人情報等も入ってはおりますが、これを公開する場合は、あくまで

もその本人に対して重大なる利益の侵害、権利の侵害がない場合に限り公文書は公開ということ

になりますので、例えばその公文書に個人情報があって、それを出すことにより、その本人に重

大な権利利益の侵害があるということであれば、これは削除ないしは非開示ということの処置に

なろうかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。小田議員。 

○議員（２３番 小田 貞利君）  ちょっと確認なんですが、今住民票とか戸籍抄本とか、今の行

政サービスで、本人じゃなくても取れる部分があると思うんですよね。そういった部分での影響

というのは、どのように考えたらいいですか。 

○議長（新山 玄雄君）  中野企画課長。 

○企画課長（中野 守雄君）  お答えいたします。その件につきましては、条例の中でそういう個

人情報、住民基本台帳というのは別枠の法令等がございまして、それはこの個人情報保護条例の

中でうたっておりますように、法令等に定めるということで区別をしております。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  小田議員。 

○議員（２３番 小田 貞利君）  今住民票だけじゃないと思うんですが、行政サービスの中で、

本人のものを家族であるとかが取れる部分がありますよね。そういった分が今どの程度あって、

それが今までどおりできるのかどうか。例えば印鑑証明でしたら、印鑑のあれを持っていけば住

所とか生年月日がわかればできますよね。そういった部分がこの条例ができることによってでき

にくくなるのかなという部分が。本人の了解、印鑑証明の証明書が──カードですよね、カード

を持って行くことによって、その人の了解を取っちょると認識するのかという、そういった感じ

です。そのことについて確認をしたいと思います。 
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○議長（新山 玄雄君）  中野企画課長。 

○企画課長（中野 守雄君）  お答えいたします。条例の第３０条に、他の法令等との調整という

のがございます。で、この中に、ちょっと条文を読まさせていただきますと、「他の法令等に、

次に掲げる事項について定めがあるときは、その定めるところとする」ということで、３号ほど

ございますが、こういうものは住民基本台帳の閲覧とかもろもろのものをこれでうたっておりま

す。ですから、そういうものについてはその住民基本台帳法とか、そういうものにのっとって行

われるということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  小田議員。 

○議員（２３番 小田 貞利君）  今までどおりの形でやれるというふうに解釈していいというこ

とですかね。 

○議長（新山 玄雄君）  中野企画課長。 

○企画課長（中野 守雄君）  はい。住民基本台帳法等いろいろな法令がありますが、それにのっ

とって従前どおりやるということでございますので、個人情報保護条例でそれをどうこうすると

いうものではございません。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑は、浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  これは総務委員会付託されるんで、その方で聞こうと思いよった

んですが、今議員さんの方から今の基本台帳についての質問がありましたので、ちょっと皆さん

の前でお聞きをしてお答え願えたらと思うんで、ちょっとお聞きするんですが、僕は逆に今の基

本台帳がだれからも取得をできるということです。きょう朝にニュースがありましたが、それを

利用して少女を暴行したというような事案がきょうニュースで流れてました。だから逆にこうい

う保護条例をつくるんであれば、そういうことができないような条例でないと意味がないような

気がいたしますが、実際にはこれを制定がされても、先ほども答弁がありましたが、だれでも基

本台帳については見れるということなんですか。 

○議長（新山 玄雄君）  暫時休憩します。 

午後３時00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時15分再開 

○議長（新山 玄雄君）  議案第２３号から議案第２７号は、総務委員会に付託されますので、そ

れを御了承いただいて質疑していただきたいと思います。 

 それでは、再開をいたします。 

 答弁をお願いします。吉田総務課長。 
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○総務課長（吉田 芳春君）  浜戸議員の御質問にお答えさせていただきます。住民基本台帳の一

部の趣旨ということでありますが、これは住民基本台帳法第１１条に規定されております。これ

に対しましては、請求があれば交付できるということで規定されております。それと同じく第

１２条に住民表の写しでございますけれども、これにつきましても請求できるというようになっ

ておりますが、この個人情報条例において規制をかけるというわけにはいかないと思います。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 次に、移ります。日程第１８、議案第２４号周防大島町安心安全まちづくり条例の制定につい

て、補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第２４号周防大島町安心安全まちづくり条例の制定について補足説

明を申し上げます。 

 近年、都市化や国際化の進展とともに、地域社会が大きく変容し人間関係の希薄化が進みつつ

あるなど、私たちの郷土におきましてもさまざまな犯罪や事故が発生しております。日常生活の

中での不安も高まってるところでございます。ここ周防大島町は旧来の農漁村などに見られる相

互協力の住民感情が生かされており、地域住民や自治体等の警察に対する協力関係にも恵まれ、

ここ数年来マスコミを賑わすような凶悪事件は発生いたしてはおりませんが、反面犯罪などに対

する危機意識が薄い地域でもあり、全国有数の高齢化とも相まって、最近では街頭犯罪や高齢者

を対象とした悪質商法、おれおれ詐欺等の被害も発生をいたしております。ここ数年の刑法犯認

知件数は増加傾向にありまして、１０年前の約４倍に増加し、交通事故も高齢者が関与するケー

スが多発するなど治安情勢は予断を許さない状況にあるものでございます。良好な治安は社会の

あらゆる活動の基盤であり、良好な治安なしに周防大島町の発展はないということでございます。 

 また、一度悪化した治安を回復するための経済的社会的負担は膨大なものであり、今こそ町、

住民、事業者、警察等が一体となった取り組みとして、安心安全なまちづくりを推進しなければ

ならないと思っております。この安全安心なまちづくりが実行性のある施策として展開されるた

めには、町や警察のほかさまざまな関係機関、地域住民等が共同して犯罪の抑止に対する取り組

みを推進し、防犯に配慮した構造設備を有する道路、公園、駐車場等の整備、犯罪防止や交通事

故防止などの安全なまちづくりに関する目的、基本理念、役割、施策、推進体制等について規定

を行いまして条例化を図ろうとするものでございます。 

 以上で、この条例の目的等につきましての補足説明を終わります。何とぞ慎重な御審議の上、

御議決を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

- 66 - 



○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第２４号、質

疑はありませんか。魚谷議員。 

○議員（１３番 魚谷 洋一君）  第２条のとこですが、基本理念と書いてあります。内容的には

自分的に考えますと、安全で安心なまちづくりは、以下の「町、町民及び事業者から最後の努め

る」というとこまでが、恐らく基本理念というふうに私は解釈するんですが、この文書を第２条

を頭から読んでみますと、「安全で安心なまちづくりは」という書き出しなんですよ。それでこ

の「安心で安全なまちづくりは」というのは、どういう意味でつけられたのかちょっとわからな

いし、この言葉がどこにどういうふうに終わってつながっていくのかというのがわからないんで、

ちょっとその辺を説明をしていただきたいんです。基本理念としては、以下の「町、町民及び事

業者は以下の云々」とあって、最後の「実現に努める」というのが基本理念だというふうに私は

思います。ですから、最初の言葉ですね、「安全で安心なまちづくりは」という言葉が、どこで

どういうふうにつながってどう終わるのかというのを御説明願いたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  お答えいたします。基本理念につきましては、「犯罪や事故のない

安全安心なまちづくりは」ということで、町民の豊かでゆとりのある生活を実現するのが基本で

あり、また、現代及び将来にわたって維持されなければならず、これを実現するため町民一人一

人が地域の安全はみずから守るという安全に対する意識のため、町、町民、事業所等が一体とな

って、そういう共同活動によって安全で安心な地域活動に努めると、実現に努めるというような

ことで安全安心なまちづくりということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  魚谷議員。 

○議員（１３番 魚谷 洋一君）  いや、今説明をいただいた意味のことは私もそのとおりだと思

いますし、そういうふうにこの条文は理解しておるんですが、問題は第２条を頭から読んで、日

本語的な文書として、条例の文書が特別なら別ですが、条例の文書といえども普通の文書ですか

ら、文書としてちゃんとした形を整えておってほしいし、普通の流れの文書にしてほしいわけで

すよ。ちょっと私どうしても初めから読んでみて、初めの「安全で安心なまちづくりは町、町民

及び事業者はおのおのの役割を全うし、共同活動によってみずからの地域の安全はみずから守る

という安全に対する意識を醸成し、安全で安心な地域社会の実現に努める」と、この文書自体は

すらっと読めないんですよ。で、無理やり意味をとろうとすると、最初の安全で安心なまちづく

りはというのをのけたら素直にとれるんですよ。そう思いませんか。私はそう思うんですが。 

○議長（新山 玄雄君）  ちょっと暫時休憩します。 

午後３時23分休憩 

……………………………………………………………………………… 
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午後３時24分再開 

○議長（新山 玄雄君）  再開します。魚谷議員。 

○議員（１３番 魚谷 洋一君）  要するに条文についての質問とか内容についての質問じゃない

ので、今休憩中にちょっと御意見あったんですが、要するに文言についてのことですので、総務

委員会でやられて結構ですが、ぜひともすらっと読める、意味合いのすらっととれるような文書

にぜひしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  実は、今議員さん言われましたように、もう一つは、ちょっと

気にかかるのが、総務委員会でしっかりやってほしいんですが、「町、町民及び事業者は」とい

う言い方の下りになりますと、ここで言う「町」とは周防大島町なんですよね。周防大島町はと

いう言い方の議論になります。そうすると、実際的には「町は」という下りでいくと、町職員と

もうちょっと条例上、町職員と地域と連携という文書をやっぱりきちっとつくっていかんと、よ

り連携ができない。「町は」という書き方をすると、それじゃ「町は」とすべて表現すれば町職

員が入っちょるんじゃけ、町職員さんやりんさいよと、連携してやりんさいよということになり

ますが、やっぱり私は今からの地方自治の基本的理念は、「町は」というよりは「町職員は地域

と一緒になって」という理念が基本的には今後生きてくる理念だというふうに考えておりますの

で、基本的にはしっかり議論していただきたいなというふうに思います。 

 それともう１点は、安全に対する意識いうことで、今回この案が啓蒙プラス環境整備等いうふ

うに入っております。実際今まではこういう条例はなかなか環境整備を含めない条例になってお

りますが、今回環境整備も含めてということになると、いろんな環境整備も含めて提言していく

という格好になるのかどうなのか、ちょっと聞いておきたいなというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  お答えいたします。「町は」という定義でございますけれども、私

条例を制定するに当たっては、「町」というのは町民、大島町内に居住する町民というふうに理

解しております。そして、先ほど職員と言いましたけれども、これは行政というふうに考えてい

ただいたらよろしいかと思います。（発言する者あり）その辺につきましても、また委員会等で

また詰めていきたいと思いますので。 

 それと環境の問題ですけども、これも幅広く、今まででしたらある一面という形で進められて

おったと思いますけども、そういう面につきましては、幅広くいろんな各種団体とか、これはま

た別に定める規約等によってことなく整理していきたいと思いますけれども、いうことで進めさ

えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 
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○議員（１６番 広田 清晴君）  基本的には、議会ルールからいえば出てきたものを訂正すると

いうのは委員会でまた出すという格好になるんで、なかなか出てきたものが変わらないというの

が今までの議会慣例であります。実際的に文書、それじゃ変わったもの出すといえば、委員会で

修正案を出すと、これが議会ルールです。そうなると、これを引っ込めて付託先で実際的には引

っ込めて、それで委員が修正案を出してくると。それでこれと変わったものが出てくる。可能性

を含めて皆さん議論しちょるからどうかな思うてちょっと心配しよるんですが、実際的にはさっ

き言われたように、「町は」という表現は、基本的にはいろんな条例があります。それで「町

は」というたら通常周防大島町なんです。これはあくまで言われたように周防大島町ということ

になれば、基本的には別下りとして、やっぱり町の職場に所属する町職員なんです、これ別なん

です、基本的には。基本的には別なんです。それでもう一方の呼び名でいわれればいわゆる行政

員ですね、行政サイドという言われ方がありますが、ここで仮にやっぱり「町、町民並びに事業

者」は、連携活動によって初めて有機的な力を発揮するという下りを大切に議論していただきた

いなという点を言うて質疑は終わります。総務委員会でやってください。 

○議長（新山 玄雄君）  総務委員会において慎重審議をお願いいたします。 

 魚谷議員。 

○議員（１３番 魚谷 洋一君）  済みません、もう１点だけ。第８条関係なんですよ。「町は自

主的な活動等に対し助言等の支援を行うものとする」と書いてあります。実は先日、うちの小学

校単位の話なんですが、要するに今学校の方に変なおじさん、変な人が入って来て、子供だけで

なく職員、先生方もかなり被害に遇っておられるようですが、そういった現状を踏まえて地域と

警察と、それから地域のいろんな団体の方々、散歩をされておる方、夕方あるいは朝散歩をされ

ておる方々も含めて、いろんな方々を含めて、少なくともこの小学校の自分たちの地域の小学校

では、こういう事件が起こらないようにしようじゃないかというような、未然に防ぐというよう

な意味で会合を持ちました。それで何とか協力をいろんな方にお願いをして、できるだけのこと

でいいからそれぞれ各それぞれの人ができる協力をしてもらおうじゃないかというようなことで

会合を持ったわけですよ。それでそういったのを例えば、こういう第８条関係を見ますと、例え

ば町で条例を制定して、町は助言等ができるなんて書いてありますが、実際そういうことで動き

始めておるところも現実としてあるわけですから、助言だけでなくもうちょっと幅広い町の支援、

後押しをぜひお願いをしたいというふうに思います。その辺はいかがですか。 

○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  お答えいたします。子供の安全確保ということだと思いますけども、

この面についても、この安全安心まちづくり条例が制定されましたら、やはり生徒等が登下校す

る中において、当然保護者とか地域の人がたとか、そういう通学路とかいろんな面をあらゆる角
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度から、そういう環境の整備とかというものについても協議を進めていって、そういう子供の安

全確保に努めていくというようなことになるかと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  もう３回過ぎてる。ほかに質疑ありせんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  じゃ、ないようでありますので、質疑を終結します。 

 日程第１９、議案第２５号政治倫理の確立のための周防大島町長の資産等の公開に関する条例

の制定について、補足説明を求めます。 

○助役（椎木  巧君）  議案第２５号政治倫理の確立のため周防大島町長の資産等の公開に関す

る条例の制定につきまして、補足説明を申し上げます。 

 本案は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開に関する法律が平成５年に施行され、

同法第７条によりまして、市町村の資産等の公開につきましても所要の条例を制定しなければな

らないと義務づけられ、大島郡旧４町でも既に同様の内容で条例化されており、このほど周防大

島町長の資産等の公開について必要な条例を制定しようとするものでございます。 

 それでは、第１条から御説明を申し上げます。第１条は、条例制定の目的について定めたもの

で、先ほど申し上げましたとおり政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法

律第７条によって、必要な事項を定めることを明らかにしたものでございます。 

 第２条の資産等報告書の作成につきましては、第１項で周防大島町長は原則としてその任期開

始の日、現町長でいいますと昨年の１１月１４日において、第１号から第１０号に定める資産を

有する場合、資産等の所有状況を記載する資産等報告書を任期開始の日から起算して１００日を

経過する日までに作成しなければならないとなっております。同条第２項の規定は、町長はその

任期開始の日以後、毎年新たに有することとなった第１項の各号に掲げる資産を１２月３１日に

おいて有するものについて、その翌年の４月１日から同月３０日までの間に資産等補充報告書を

作成しなければならないとなっております。 

 第３条は、所得報告書の所得等報告書の作成について定めたもので、第１号は前の年、１年間

を通じて町長であったものに限るわけでありますが、町長は前年分の所得にかかる総所得金額及

び山林所得金額にかかる各所得の金額並びに租税特別措置法の規定により、所得税法の特例によ

る利子所得及び配当所得等他の所得と区分して計算された金額、これは金額が１００万円を超え

る場合は、当該金額及びその起因となった事実を記載した所得等報告書を、また、第２号におき

ましては、前年中において贈与により取得した財産について、同年分の贈与税が課せられた場合

贈与税の課税価格を記載した所得報告書を毎年４月１日から同月３０日までの間に作成しなけれ

ばならないとしております。 

 第４条は、関連会社等報告書の作成について定めたものでありますが、町長は毎年４月１日時
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点で報酬を得て、会社その他法人、役員、顧問、その他の職に就いた場合には、それらの法人の

名称、住所、職名を記載した関連会社等報告書を同月２日から同月３０日までの間に作成しなけ

ればならないとなっております。 

 第５条は、資産報告書等の保存及び閲覧について定めたものでありますが、第１項の規定につ

いては、作成された資産報告書、資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社と報告書の保

存は５年間とすることを定め、また、第２項においては、第１項の保存された報告書については、

だれでも閲覧請求ができることとなっております。 

 第６条は、規則への委任を定めたものであります。附則第１項は施行日を定めたもので、施行

日は平成１７年４月１日とするものであります。第２項は、施行日には既に現町長は任期開始の

日が経過していますので、資産等報告書については、本条例施行後最初に行われる選挙までは作

成義務がないことから、この項で任期開始の日である昨年１１月１４日を執行日である。本年

４月１日に置き換える規定であります。 

 第３項につきましては、第２項により作成された資産報告書について、第５条の資産報告書等

の保存及び閲覧の規定が準用される旨を定めております。 

 以上で、議案第２５号の補足説明を終わります。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りま

すよう、よろしくお願いをいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第２５号、質

疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 次に、移ります。日程第２０、議案第２６号周防大島町人事行政の運営等の状況の公表に関す

る条例の制定について、補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第２６号周防大島町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の

制定につきまして、御説明を申し上げます。 

 平成１７年４月１日から施行される地方公務員法第５８条の２の規定は、地方公共団体におけ

る人事行政の運営等の状況を住民に公表することにより、その公正性、透明性を高めることを趣

旨とするものであり、今回その公表を行うために所要の条例を制定するものであります。 

 それでは、第１条から御説明を申し上げます。第１条は、条例制定の趣旨でございまして、先

ほど申し上げましたように、地方公務員法第５８条の２の規定に基づき、人事行政運営等の状況

の公表に関し必要な事項を定めることを明らかにいたしております。 

 第２条では、町長部局以外の任命権者は、町長に対し前年度の人事行政の運営の状況を毎年

６月末までに報告しなければならないと規定をいたしております。 
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 第３条は、第１号から第８号までの報告事項、例えば職員の任用、給与、勤務時間、その他の

勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定並びに福祉及び利益の保護等を列挙い

たしております。 

 第４条では、県内の市町村で共同設置している山口県市町村公平委員会が業務の状況を６月末

までに町長に報告しなければならないとしており、第５条でその報告事項を定めております。 

 第６条では、第２条及び第４条の規定する報告を取りまとめ、毎年９月末までに公表しなけれ

ばならないことを規定し、公表の方法を広報等で行うことを第７条で定めております。 

 第８条は、施行についてその必要な事項について町長へ委任することを定めたものでございま

す。 

 なお、この条例は平成１７年４月１日から施行しようとするものであります。 

 以上、議案第２６号の補足説明を終わります。慎重に御審議の上、御議決を賜りますよう、よ

ろしくお願いをいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第２６号、質

疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  この点もちょっと──委員会付託ですが、聞いておきたいと思

います。 

 一つは、報告の時期で６月までということですが、任命権者、ここで言う任命権者、公企以外

は任命権者は基本的には町長じゃないですかね。行政──各、実際的には企業、企業長以外は……

ちょっと聞いておきたいというふうに思います。といいますのは、ここで言う任命権者をどこを

指すのかという点と、もう一つはいわゆる職員の給与の状況というのは個人ではなしに給与の状

況、これについて公表の義務の部分で８件ありますね。それで基本的には全体、例えば私たちが

予算審議するときに、平均給与とか平均給与月が出ますよね。そういった範疇のものかどうなの

か、もっと深いものを出してくるのかどうなのか、公表の義務ということで聞いておきたいとい

うふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  任命権者の御質問でございますが、町長以外の任命権者、即ち教育長、

議長、選管委員、選管の委員長、監査委員、代表監査委員、もろもろ行政委員会の委員でもあり

ますが、これらを指してるものでございます。 

 それと報告事項の内容についてでございますが、この条例制定がされる以前にも当然その各町

の広報等では、いろいろジテキに公表が示されておりました。また、予算書、または決算書等の

付属資料にも出ておりますが、特にそれより大きく踏み込んだものというふうには考えておりま

せんが、それを一覧まとめて公表するということになろうかと思っております。 

- 72 - 



○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  このことによって、町職員が基本でこの条例出発の中で、町の

職員が逆にいろんな不利益を被るということはあり得ないというふうに考えとってよいのかどう

なのか、聞いておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  補足説明でも申し上げましたが、地方公共団体における人事行政の運営

等の状況を住民に公表することによりまして、その公正性、透明性を高めることが趣旨でござい

ますので、それによって職員自体がその不利益を被るということはないというふうに考えており

ます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 次に、移ります。日程第２１、議案第２７号周防大島町長期継続契約を締結することができる

契約を定める条例の制定について、補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第２７号周防大島町長期継続契約を締結することができる契約を定

める条例の制定につきまして、補足説明を申し上げます。 

 平成１６年１１月１０日に改正自治法が施行され、これに伴い地方自治法施行例の一部改正施

行されました。今回の改正は、財務会計制度に関する事項が主なものでありますが、地方自治法

第２３４条の３において、長期継続契約を締結することができる契約は、電気、ガス、水道の供

給、電気通信役務の提供、不動産の借り入れと限定されておりましたが、その他政令で定める契

約という条文が追加されました。これを受けまして、地方自治法施行令に長期継続契約をするこ

とができる契約第１６７条の１７として、「地方自治法第２３４条の３に規定する政令で定める

契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ、または役務の提供を受ける契約で、その契約の性

質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ、当該契約にかかる事務の取り扱いに支障を及ぼ

すようなもののうち条例で定めるものとする」という１条が追加されました。したがいまして、

今回提案をいたしておりますように、長期継続契約を締結できる契約を定める条例を制定し、事

務の取り扱いに支障を及ぼさないよう、合理化、効率化を図ろうとするものでございます。 

 その内容でありますが、第１号は、物品の借り入れ、または役務の提供を受ける契約のうち、

２年以上にわたる長期継続契約を締結することができるものであります。 

 アは、電子計算機にかかる機器及びソフトウエアを想定しております。イは、電子計算機以外

の事務機器の借り入れに関する契約であり、コピー、ファクス等が想定されます。ウは、自動車

のリース契約であります。エは、電子計算機、事務機器等の保守に関する契約であります。オは、
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近年コピー機につきましても、レンタル方式が取り入れられておりますので、これを想定したも

のでございます。カは、町有施設の維持管理、または保守に関する契約であります。これらの契

約の締結に当たっては、経費の削減や良質なサービスの提供するものと契約を締結する必要にか

んがみ、適切な契約期間を設定すべきとの指導がなされているところであります。 

 次に、第２号は、４月１日から役務の提供を受ける必要があり、当該契約が２年にわたらない

ものということであります。例えば、日常清掃業務のように４月１日から業務の提供を受ける必

要があるのであっても、従来は４月１日以降でなければ入札契約等ができなかったわけでありま

すが、この規定によりまして、新年度予算の議決をいただき予算の確保がなされた場合は、入札

契約等の手続きが年度開始前に行うことができるものであります。ただし、この場合は契約期間

は１年間であることとしております。 

 なお、本条例の制定により、長期継続契約をすることができる契約につきましては、債務負担

行為の議決を得る必要がないとの判断により、従来から債務負担行為の議決をいただき契約を行

っていた電算関係の契約等につきましては、予算事項別明細書の債務負担行為に関する調書に掲

げておりませんので、御理解をいただきたいと存じます。 

 以上で、議案第２７号の説明を終わります。何とぞ慎重な御審議の上、御議決を賜りますよう、

よろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第２７号、質

疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。ないようでありますので、質疑を終結します。 

 お諮りします。日程第１７、議案第２３号周防大島町個人情報保護条例の制定についてから、

日程第２１、議案第２７号周防大島町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の

制定までの質疑が終結しましたので、所轄の総務文教常任委員会に付託することにしたいと思い

ます。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  御異議なしと認めます。よって、日程第１７、議案第２３号周防大島町

個人情報保護条例の制定についてから、日程第２１、議案第２７号周防大島町長期継続契約を締

結することができる契約を定める条例の制定までの５議案を、所轄の総務文教常任委員会に付託

することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．議案第２８号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２２、議案第２８号周防大島町報酬及び費用弁償条例の一部改正
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についてを上程し、これを議題とします。補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第２８号周防大島町報酬及び費用弁償条例の一部改正につきまして、

補足説明を申し上げます。 

 このたびの改正は、第５条第１項の別表に個人情報保護審査会委員、防災会議専門委員、行政

改革推進委員会委員及び自治会連合会委員を加え、日額報酬としてそれぞれ５,０００円を支給

しようとするものでございます。 

 なお、この条例は、平成１７年４月１日から施行しようとするものでございます。何とぞ慎重

な御審議の上、御議決を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第２８号、質

疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今回改めて新町になってそれぞれ条例に追加ということなんで

すが、執行部の方としては、この条例追加で実際的各委員数についてはどのように考えてるのか。

実際的に今から先設置して運営していくわけなんですが、人数等が方向性として専門員と委員と

いう考え方で出発しちょるというふうに考えますが、それぞれ数についても執行権の範囲である

が、議会の方にそれぞれ何人という見方をしとるんか、報告をもとめておきたいというふうに思

います。 

○議長（新山 玄雄君）  中野企画課長。 

○企画課長（中野 守雄君）  お答えいたします。委員の数でございますが、個人情報保護審査会

委員は５名以内ということでございます。５名ですね、はい。で、企画に関係しておりますのは

自治会連合会委員、１２名を予定しております。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  お答えいたします。防災会議専門委員につきましては２５名を予定

しております。 

○議長（新山 玄雄君）  坂本総合政策課長。 

○総合政策課長（坂本  薫君）  行政改革推進委員会委員は、一応１０名以内ということであり

ますが、一応１０名を予定しております。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  こうして委員会をつくっていって、実際的にきょう採択された

ら執行権の範囲でそれぞれ指名されると、任命されるということになると思うんですが、基本的

には今までのような充て職的な、またダブる的なものはないと、ダブる的なものはできるだけ省
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くという発想で今回各委員会を立ち上げるという考え方でよいのかどうなのか、聞いておきたい

と思います。 

○議長（新山 玄雄君）  村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  基本的にはダブらないということで進めていく形になろうと思いま

すが、それぞれ所管の課が違いますし、人選をする段階で、決めた後に最終的には重複してしま

ったということがあるかもわかりません。そのあたりは御理解いただきたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。議案第２８号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第２２、議案第２８号周防大島町報酬及び費用弁償条例の一部改正について、原案のとお

り決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．議案第２９号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２３、議案第２９号周防大島町手数料徴収条例の一部改正につい

てを上程し、これを議題とします。補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第２９号周防大島町手数料徴収条例の一部改正について補足説明を

申し上げます。 

 第１５９回通常国会におきまして、船員法が改正され、船員法第３７条に規定する船員の雇い

入れ契約の公認制が届け出制に改められました。これに伴いまして、船員法第１２１条の２の手

数料につきましての規定及び船員法、関係手数料令から雇い入れ公認申請にかかる手数料の規定

が削除されましたので、本条例の別表にありますが、手数料条例の別表の規定を同様に削除しよ

うとするものでございます。 

 以上で、議案第２９号の補足説明を終わります。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りま

すよう、よろしくお願いをいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第２９号、質

疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。議案第２９号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第２３、議案第２９号周防大島町手数料徴収条例の一部改正について、原案のとおり決す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．議案第３０号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２４、議案第３０号周防大島町農業集落排水処理施設設置及び管

理条例の一部改正についてを上程、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第３０号周防大島町農業集落排水処理施設設置及び管理条例の一部

改正について補足説明を申し上げます。 

 このたび周防大島町農業集落排水施設のうち、日良居浄化センターの対象処理区域の管路工事

が順次完成いたしましたことによりまして、第５条関係の別表に、字坂本、字坂本川、字坂本西、

字坂本口の四つの区域を処理区域に追加しようとするものでございます。 

 何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますよう、よろしくお願いをいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第３０号、質

疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今回条例等に新たに４カ所追加するということになれば、最終

的には日良居浄化槽センターの処理区域、世帯数で何世帯になるのか、実際的に聞いておきたい

というふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  嶋元下水道課長。 

○下水道課長（嶋元 則昭君）  すべて供用開始になりましたが、ちょっと書類を忘れましたので、

また後ほどお答えいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 
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 これより討論を行います。議案第３０号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第２４、議案第３０号周防大島町農業集落排水処理施設設置及び管理条例の一部改正につ

いて、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２５．議案第３１号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２５、議案第３１号周防大島町商工業者特別融資に関する条例の

一部改正についてを上程し、これを議題とします。補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第３１号周防大島町商工業者特別融資に関する条例の一部改正につ

きまして、補足説明を申し上げます。 

 国内及び県内景気はテンポを緩めつつも回復を続けている状況の中、周防大島町内の商工業者

は合併以後も郡外の大型店舗の集客力に対抗する手段にいま一歩乏しく、また近年の観光客の減

少傾向とあわせて、依然として資金不足の状況から脱出できない状況が続いていると、非常に厳

しい店舗会社経営を迫られております。このような状況を改善するために、現在町と山口県信用

保証協会が契約によりまして、特別預託をして債務の保証を得た後、指定金融機関に融資のあっ

せんを行う制度を運用いたしておりますが、現行のあっせん融資条件について、資金使途は運転

資金または設備資金で貸付限度額は２００万円となっております。冒頭の町内における経営状況

等から当該制度にかかる設備投資または運転資金について、町内業者及び特別融資審査委員会委

員より、現行の融資資金では経営運営上困難な状況から脱却する力に乏しいとの見解があり、融

資の増額要望が強いことから、第５条の貸付金最高限度額を現行２００万円から３００万円とす

る改正をしようとするものでございます。 

 何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますよう、よろしくお願いをいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第３１号、質

疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  実は、今町内の業者に対する状況認識については当然でありま

すし、実際的に厳しいという状況であります。実際的に２００万円でどれだけの援助になるかと

いうたら、利子補給等を含めて非常に金額的にはまだ低過ぎるぐらいじゃないかなというふうに

私は認識しております。そういう格好の中で、補正のときに質疑をしておりませんでしたけど、
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現行で町内の貸付残高ですね、利子を見る分の残高については把握しちょるかどうか、含めて実

際的にはどういう状況なのかちょっと聞いちょきたいなというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  お答えをいたします。商工業者特別融資補償料の補給金でござ

いますが、融資残高でございますが、これにつきましては指定金融機関に融資のあっせんをして

おりますので、資料的なものが手元にございません。ちなみに資金の方の──設備の方の資金利

子、補給金でございますが、これは２２件の４,４６２万３,０００円となっております。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。ほかに質疑はありますか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ちょっと聞いてみるんですが、この商工業者というところに、例

えば最近は農業者もいろいろ宅配とかインターネットなどでかけてやりますけども、そういう場

合の設備投資に商工業者としての位置づけになるのかどうか、ちょっとそこだけ教えてください。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  周防大島町の商工業者特別融資に関する条例で、目的でござい

ますが、町において小規模の商工業を営むものの金融難を打開し、その育成及び振興を図ること

を目的とする。抽象的ではございますが、これには当てはまらないというふうに解釈をしており

ます。で、農業につきましては、ほかに資金の利子補給補助金等がございますが、こちらの方で

対応ができるのがあるんではなかろうかと思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。議案第３１号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第２５、議案第３１号周防大島町商工業者特別融資に関する条例の一部改正について、原

案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２６．議案第３２号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２６、議案第３２号周防大島町営橘駐車場条例の一部改正につい

てを上程し、これを議題とします。補足説明を求めます。椎木助役。 
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○助役（椎木  巧君）  議案第３２号周防大島町営駐車場条例の一部改正につきまして、補足説

明を申し上げます。 

 本案は、日良居地区内における交通安全を図り、地域住民の福祉及び利便に供するための一助

といたしまして、このたび旧橘町役場日良居支所跡地に普通車両４２台分の町営駐車場を整備し

たものでございます。特に不便を与えておりました浮島地区住民のための駐車場として、そのう

ちの約２０台分の有料駐車場を設置するものであり、本条例第２条に、名称、周防大島町土居駐

車場、並びに位置、周防大島町大字土居１０７７番を加える一部改正を行おうとするものでござ

います。 

 何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第３２号、質

疑はありませんか。魚原議員。 

○議員（１７番 魚原 満晴君）  各４町の旧４町の月極めの駐車料金が違うと思われますが、こ

の駐車料金は一月の値段は幾らですか。お聞きいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  中河橘総合支所長。 

○橘総合支所長（中河 美昭君）  お答えいたします。旧町それぞれ駐車場料金が異なっておりま

す。条例等で調べました結果ではございますけれども、旧久賀町の町営駐車場として、２カ所あ

るわけでございますけれども、月額として１万２,３００円。条例上では１日４１０円というこ

とになっておりますので、それの３０日ということになれば、その金額に達するということでご

ざいます。 

 次に、旧大島町でございますけども、５カ所の町営駐車場がございます。３,１５０円、月額

３,１５０円でございます。 

 それから、旧東和町でございますけれども、町営──条例上の町営駐車場は有しておりません。

民間委託されておるようでございます。 

 そして、橘町でございますけれども、２カ所の町営駐車場がございますけれども、２,６２５円

の月額となっております。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ちょっと今旧久賀町については１万２,３００円とおっしゃいま

したです。これどこですかね、そんなに高くはなかったと思うんですけどね。旧役場が２,０００円

ぐらいで、で、ふるさとセンターのふるさと館のところが３,０００円か３,５００円じゃなかっ

たかと思うんですが、ちょっと勘違いじゃないでしょうかね。ちょっともう一度答弁。 

 それと、今はここは２,６２５円というように解釈していいんだろうと思うんですが、管理は
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それとももちろん徴収はどこがされるのか、委託をされるのか、それとも日良居出張所でやられ

るのか、その辺ちょっともう一回お願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  ただいま中河支所長の方から答弁がございました。これ１日は

４１０円でございます。で、単純に３０日を掛ければそういう一万二千云々ということになるわ

けですが、別表の方で月極めの場合には月額普通自動車が３,１５０円、軽自動車が２,６１０円

という表が出ておりますので、先ほど答弁いたしました４１０円は１日がそうですけども、それ

を３０日続けた場合ということで、月極めにしなかった場合の料金の説明でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  中河橘総合支所長。 

○橘総合支所長（中河 美昭君）  管理につきましては、町で管理します。日良居出張所の方で管

理運営をしていただくようにしております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。中本議員。 

○議員（２０番 中本 博明君）  こうして駐車料金、あっちこっち取るんで、駐車料金取ってな

いとこがあるんですよね。やっぱりどういったらいいか、町の駐車場と個人の土地のとこをわか

りにくいとこは金網でもしてから、２メーターぐらいの、はっきりせんとやっぱり不公平が出ち

ょるんじゃないか、いろいろ言われるんですがね、不公平というか。やっぱり常に停める人とか、

そういうのをきちっとしてほしいというか、運動会の場所取りみたいなことをしたんじゃいけん

のじゃないかと思うて、そこのとこを町がきちっと対応するべきじゃないかと思うんですがね。

うちの子供じゃけど、橘町議会の方に置いたり、ラーメン食べに入るの置いたら、おおい、そこ

へ置いちゃいけんがって、うちの子供知らんから、ああ済みませんってのけたというんですね。

やっぱりそこらは町としたら、はっきり──はっきり言えば農協の駐車場と橘町の駐車場、町営

の駐車場、はっきりしてほしいというか、ちょいちょいトラブルが起きちょるらしいですよ。よ

ろしく。 

○議長（新山 玄雄君）  答弁お願いします、これは。中河橘総合支所長。 

○橘総合支所長（中河 美昭君）  駐車場の利用形態といたしまして、大きく二つぐらいに分かれ

るんじゃないかなと思っております。一つは、こうした月決め方式といいましょうか、長期に駐

車場として使う場合と、また、その場所によって一時的な駐車の場所と、ここ二つ似通ったもの

があるんじゃないかなと思っております。特に、今申し上げました本駐車場におきましては、御

承知のとおり、金融機関あり、あるいはＪＡのスーパーあり、要するに商工圏の中央にあるとい

うことで、その方々の一般利用者の便宜を図るという意味で、開放的に場の提供をしておるんで

あろうかと思います。そうしたことで、二つの２形態の考え方で有料とそうでない一般駐車場と

いう考え方のもとで駐車場の整備を図っているところでございます。 
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○議長（新山 玄雄君）  中本議員。 

○議員（２０番 中本 博明君）  それから、あっこの真宮の公民館の裏ですよね、農協と今の町

と何らかの形でちょっとはっきりするというか、個人のとね、個人の駐車場は個人の駐車場とで、

あっこ三つぐらいになっちょるんじゃないかと思いますが。それをはっきりしてやってほしいと

いうか、よろしくお願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  中河橘総合支所長。 

○橘総合支所長（中河 美昭君）  駐車場におきましては、町の所有の部分につきましても、既に

看板表示で表示がされております。それで農協の方は別にまだされてないようでございますけれ

ども、特に一般駐車場ということで、長時間駐車される方もいらっしゃいます。特にあの場所は

夜間になりますと、案外近隣の方の駐車場としても使われておるようでございますので、そうし

たことで看板表示によって長時間による駐車は御遠慮くださいという表示もしておるところでご

ざいますし、今後もそうしたことにつきまして、努めていきたいというように考えております。 

○議長（新山 玄雄君）  中本議員。 

○議員（２０番 中本 博明君）  そしたら、個人のはないということですか、あっこは。置くな

と言うんじゃないんですよ私は。個人に置いちゃあいけんというんじゃない、皆個人が置くため

の駐車場と思う、個人のはないということですか。農協と役場だけですか。町だけですか。 

○議長（新山 玄雄君）  中河橘総合支所長。 

○橘総合支所長（中河 美昭君）  おっしゃるとおり、個人所有の土地はございません。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  先ほどの答弁では、新しい駐車場をつくられて四十何台置けると

いうことでしたかね。その中で２０台が月極めの場所だということでしたかね。ということは、

同じ場所に月極めの場所があって、ただで置ける場所があって、月極めは借りてがおらんのじゃ

ないですか。夜とかは門を閉めたりするんですか。 

○議長（新山 玄雄君）  中河橘総合支所長。 

○橘総合支所長（中河 美昭君）  おっしゃるとおり４２台の駐車場、普通車スペースで４２台ご

ざいます。そのうち先ほど補足説明の方からありましたように、２０台を不便をかけております

浮島地域の住民のための駐車場ということを有料駐車場として開放するわけでございます。それ

で、あとの残りの２２、そのうち２区画は身障者専用ということになっておりますけども、それ

は御承知のとおりその場に日良居出張所並びに日良居公民館がございます。その利用者のための

一般駐車場として開放をするわけでございます。 

 浮島の車両の所有台数等でございますけども、軽四輪で８３台、それから、普通車で３６台、

１２０台近くの車両を持っております。そうしたことで２０台ぐらいは必要ではなかろうかとい
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うことで、２０台の有料駐車場を確保しておるわけでございます。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ２４時間置けるわけですよね。じゃから僕は逆に、なら無理に有

料にすることはないじゃないかというのを言いたかったんです。全部ただで置かしたらどうかと、

そこまでですね、同じところに置くんであれば。だから取れというわけじゃないんですよ。だか

ら全部ただにしちゃあどうかという話がちょっとしたかったんです、申し上げておきます。もう

一回お願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  中河橘総合支所長。 

○橘総合支所長（中河 美昭君）  有料にするという一つの方法としまして、実は浮島の住民の方

が車を求める場合、車庫証明が必要になってきます。しかし、御当地ではなかなか取れないわけ

ですよね。そうしたことで、本駐車場におきましては、車庫証明が取れる利点もあるわけでござ

います。そうした意味におきまして、それなりに相当分の駐車料金をいただくということでござ

います。 

 これにつきましては、事前に自治会長さん等にも御協議を申し上げ、協議の結果、御了承もい

ただいておるところでございます。御理解のほどをよろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。議案第３２号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第２６、議案第３２号周防大島町営橘駐車場条例の一部改正について、原案のとおり決す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２７．議案第３３号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２７、議案第３３号辺地総合整備計画の策定についてを上程し、

これを議題とします。補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第３３号辺地総合整備計画の策定につきまして、補足説明を申し上
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げます。 

 本案は、辺地総合整備計画の策定をするに当たりまして、辺地にかかる公共施設の総合整備の

ための財政上の特例措置等に関する法律第３条第１項の規定に基づき議会の議決をお願いするも

のでございます。この辺地総合整備計画は、地理的条件の不利地に公共施設を整備する際に、財

政的特例措置を受けるためのものでありまして、旧東和町及び旧橘町において策定されておりま

したが、計画期間が平成１２年度から平成１６年度までの５カ年の計画であり、今年度をもって

終期を迎えるため、新たに平成１７年度から平成２１年度までの５カ年の計画を策定しようとす

るものでございます。 

 なお、本計画に盛り込みました個々の事業につきましては、先般御議決をいただきました過疎

地域自立促進計画の後期分に盛り込んでおりました事業のうち、辺地事業債に関連するものを再

計上いたしておるところでございますので、どうぞよろしく御審議いただきますようお願いいた

します。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第３３号、質

疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今説明されたように、実際的には大島町では、この辺地債活用

しての事業計画はなかったわけです。それで実際今回漁業施設、巻き上げと航路の維持のための

渡船施設と学校施設、これは運動場になりますね。これらが計画ということになっておりますが、

私たちは旧来過疎計画でそれなりの生活環境整備ということで枠組みをつくってきました。それ

でまたここで出しておるというのは、当然辺地債の方が過疎債よりも有利ということで改めて出

されておるというふうに考えますが、実際国の基準により何点というのも私も初めて見るんです

が、過疎点、辺地点というんですが、辺地点度数ということですが、実際的にはこれは辺地の点

数によって償還に対するいわゆる国の補てんは変わります。全く変わらないということですか。

じゃあ一応８割程度というふうに思うんですが、実際的にはどういうなんか聞いちょきたいとい

うふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  中野企画課長。 

○企画課長（中野 守雄君）  お答えいたします。まず、過疎債、辺地債の件でございますが、過

疎計画に上がっているもので、辺地債に対象になるものを上げております。で、過疎債の場合は

充当率７０ですが、辺地債の場合は８０％でございますので、過疎計画から新たにまた拾い上げ

てるということでございます。 

 それと辺地度点数の件でございますが、施行規則の運用の中に辺地度点数が１００点以上とい

うことがうたってあります。これは施行規則の中にその点数の算定方法があるわけですが、この

１００点以上のものがこの辺地にかかるということで、点数が高ければというようなことはござ
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いません。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  もう１件聞いておきたいのが、これがいわゆる５年間、後期

５年間分ですが、実際的に町長の方が１２月議会の全協の中で急遽出されたのが、情にかかわる

部分の寮の移転を出されました。今回実際的に、この５年間では処理が済む内容に入ってくるん

じゃなかろうかと、寮の移転に伴い実際的には人数の変更等あるというふうに見ちょるんですが、

どういうふうに情島の実態を見ておるのか。それで、またこの計画をつくるに当たって既に、い

わゆる情の寮生の引っ越しは当然加味した分の中での計画ということで見ていいのかどうなのか

聞いておきたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  中野企画課長。 

○企画課長（中野 守雄君）  お答えいたします。この辺地総合計画、先ほども申しましたように、

過疎計画の中で辺地債に対象となるもの、先ほど言いましたように、辺地債の方が有利であると

いうことでございますので、その計画については過疎計画、いわゆる過疎計画は旧町から引き継

いだものもございます。その辺で検討は加えられていると思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  私が聞きよるのは、１２月議会最終でしたかね、実際的には

今……（発言する者あり）いや浮島も入っちょるんじゃけ、浮島も入っちょるし、浮島も情も入

っちょるじゃろう。今回の辺地は。（発言する者あり）いやいや、人口動態やらそんなの全然変

わってくるけえね。それで実際的には、私はちょっとわかりにくいんですよ。いうのが、町長の

方は旧東和町の了解された内容だからということで既にもう情から寮の移転をしておる。それで

今回実際的には情の関係でいえば、渡船の改修ね、それで情の方としては浄化槽設置事業で

１,３００万円という計画なんですよね。その中で実際的に町民の移動がかなりあるわけでしょ

う。何パーセントかかなり多いんじゃないですか。そういう中で含めたもので、いわゆる見てお

るのかどうなのかという確認をしときたいわけなんですよ。来年度でも出発するというのが一部

で言われております。寮の引っ越しがね。その中で今回出されておるのが、辺地計画が、それと

の関連でどうなのかと。既に辺地計画は今回提案しとるが、既にもう来年度からいう格好でもう

既に認識されておるのかどうなのか、そこの確認をちょっと、町長じゃないとわからんじゃろう。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  今回の総合整備計画書の中に情島の件がございますが、今の御質問は情

島の小中学校の移転ということが既にこれに盛り込まれてるかどうかという御質問だろうと思い

ますが、今のこの人口等からいたしまして、今まだ具体的に前回１２月ですか、１１月ですか、
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移転先の候補地の町有地をお貸しするかどうかという議論がありましたが、それと今ここに出て

おる計画については、移転した後だというふうには思っておりません。今の現状での計画だとい

うふうに思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  これはもちろん地元の要望等も加味しながらの計画だと思うんで

すが、浮島について屋内運動場がこれは２０年の実施になっておりますが、ちょっと僕も場所が

わからないんで何とも言えないんですけども、もう新築ということであれば早くにつくってあげ

る方がいいんじゃないかというように思うわけですが。 

 また、逆に少し気になるのが、統廃合した方がいいというような、ちょっと１２月にそういう

話もありましたが、その辺から考えると、これ果たして本当に住民の皆さんの声なのかどうかと

いうのが疑わしいわけですが、その辺はどうなんですかね。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  ただいまの浮島小学校の屋内運動場の計画のことでございますが、旧町

の時代からずっと要望がございまして、整備をしていただきたいということでございました。今

浜戸議員さんからは、学校統合とどちらが先になるんかというふうな御意見ではないかと思いま

すが、要するにこれは１７年から平成２１年までの計画でございまして、旧町の計画をそのまま

まだ継続をいたしてるということでございます。今朝ほどの町長の施政方針にもありましたよう

に、町内の２３の小中学校の統合等につきましても、議論を進めてまいりたいという決意が表明

されたとこでありますので、当然今からその議論も入ってくると思いますが、それらの中で当然

並行的に協議を進めていかなければならないというふうに思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。議案第３３号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第２７、議案第３３号辺地総合整備計画の策定について、原案のとおり決することに賛成

の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 
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日程第２８．議案第３４号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２８、議案第３４号周防大島町過疎地域自立促進計画（後期）の

変更についてを上程し、これを議題とします。補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第３４号周防大島町過疎地域自立促進計画（後期）の変更につきま

して、補足説明を申し上げます。 

 本案は、さきの１２月定例会におきまして御議決をいただきました、周防大島町過疎地域自立

促進計画（後期）の変更に当たりまして、過疎地域自立促進特別措置法第６条第６項の規定に基

づきまして、議会の議決をお願いするものでございます。 

 内容につきましては、事業名が補助金から交付金に変わったために、事業名称の変更をお願い

するものが１件と、新たに消防施設の整備をしようとするため、事業に追加しようとするもので

ございます。 

 何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第３４号、質

疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今回道路ポンプの４０台を新たに購入ということになっており

ます。それで実際的にはあすから新年度予算論議ということになりますが、新年度での防火水槽

等についてはゼロという状況が出ちょるんじゃないかというふうに考えております。実際的には

この要求というのは、どこから出発したのかちょっと確認しちょきたいというふうに思います。

要求、４０台の購入についてです。 

○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  お答えいたします。小型動力ポンプの４０台でありますが、合併し

て火災も多発しております。それと東南海地震防災対策推進地域というようなことでも指定され

ておりますので、一応５年間で４０台ということで、新年度にも８台予定しております。旧町

２台、２台、２台で８台と、場合によっては変わる可能性もありますけれども、そういう小型動

力ポンプを設置して消防力の強化を図っていくということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  いわゆる設置台数は、早う言うたら総枠として４０台と、

４０台じゃないんかね。４０台じゃから、例えば年度計画、例えば当初は２台、２台、２台で、

今から先、まだ予算論議ですからわかりませんが、２台、２台、２台で１年間で８台計画で、そ

れを５年間やっていくという考え方でよろしいのか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。議案第３４号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第２８、議案第３４号周防大島町過疎地域自立促進計画（後期）の変更について、原案の

とおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２９．議案第３５号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２９、議案第３５号平成１６年度平成１６年災岩浜護岸災害復旧

工事の請負契約の締結についてを上程し、これを議題とします。補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第３５号平成１６年度平成１６災岩浜護岸災害復旧工事の請負契約

の締結につきまして、補足説明を申し上げます。 

 本案は、平成１６年災岩浜護岸災害復旧工事の請負契約の締結につきまして、去る平成１７年

３月１日に町内業者１１社で入札を行い、ユタカ工業株式会社が７,０００万円で落札をし、落

札額に消費税を加えました７,３５０万円で契約を締結しようとするものでございます。 

 工事内容につきましては、護岸の堤体工４１６.９メートル、築石工事８５８平方メートルと

なっております。地方自治法並びに周防大島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、また

は処分に関する条例第２条の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。 

 何とぞよろしく御審議の上、御議決を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第３５号、質

疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  災害を出して契約して今から着手ということなんですが、実際

的に今回もかなり高い落札いうことで見ております。結果的には、町内営業社という言い方です

が、中身を見てみますと、実際的にはもう９８いう状況じゃない──入札比較価格、入札書比較

価格ですが、いう状況じゃないかと思いますが、実際的に私は前の議会でも町行政としての仕事

の大きな役割の一つとして、仕事を競ってもらう。そして、いわゆる入札部分の落札差額をやっ

ぱり節約して、もっとほかの部分に回すという考え方を言いました。今回本当に業者間で競って

もらう役割は実際どうじゃったんか。それで実際的にはもう９８といったら、これはもう競った

状況じゃないというふうに見ておりますが、実際入札比較価格率幾らか聞いておきたいと思いま
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す。 

○議長（新山 玄雄君）  平田契約監理課長。 

○契約監理課長（平田 好男君）  この落札率は９８.３１％ということで、予定価格より

１２０万円の減ということであります。予定価格は７,４７６万円、それと設計価格、予定価格

ですね、それで入札書比較価格が７,１２０万円、それで入札価格が７,０００万円ということで

１２０万円の減ということであります。ただ、私どもはその指名競争入札参加者の資格及び指名

基準等に関する要綱に基づきまして、その透明性、競争性、公平性を確保するためにその指名審

査会を開きまして、その業者を指名し入札をしております。その結果その入札率が高いというこ

とでありますが、そのことにつきましては、私どもも研究、検討を加えていきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  実際的には私はずっと私なりに見てきて、当初はこの制度、い

わゆる入札書比較価格、予定価格の事前公表、これへ入っていったのはやっぱり町職員が当時業

者からいろんな圧力とかいうのがあったらいけないということで当時郡内でも早い時期に入札額

の事前公表、これを始めました。しかし、今日においては、逆に今の制度を逆に悪用されて、い

わゆる悪用というのは逆に指名に入る業者が決まっておれば、実際的には協議、いわゆる業者間

の協議がいつでもできるという弱点もあるんですよ。だから私が前に言うたのは、入札業者が入

札に入ってくる業者がわからないようにする。そうするためにはいろんなやり方があるよという

ことを提言しました。そんな格好競り合いをやって初めて私は今のようなＡランクの業者が

９８ということはなくなっていくんじゃないかというふうに考えておりますが、その点を再度指

摘しておきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  今回これは、去年の台風の被害による災害で、またやり直すとい

うことだと思うんですが、ですから当然去年の１８号に耐え得る設計になっとると思いますが、

その辺間違いなくなっとるのかどうか。もう間違いなく耐えられるというように答弁できるのか

どうか、お願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  お答えをいたします。本来でしたら災害復旧というのは原形復

旧が基本ではございますが、復旧前の構造、これカラー石積みでございました。で、今回この復

旧に当たりましては、胴込めコンクリートを施工するということで、強度が高まりますので、そ
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の辺は改良されたということで査定を受けております。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  それでは、別に過去の災害に耐え得るかどうかというの、そこま

ではわからないということですか。しかし、それでもねえ、過去のデータがあるわけですからね、

それに耐え得るような設計にしてやらんにゃ、何回また、また災害が遇ったときにはまた直すと

いうふうになるんじゃないでしょうかね。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  施設の被災につきましては、国の災害査定というのを受けます。

で、そのときに提案といたしまして、原形復旧が基本ではございますが、これは強度を増した施

設にした方がいいということであれば提案をさせていただいております。したがいまして、今回

は胴込めコンクリートということで補強はされておりますけども、通常の施設につきましては、

原形復旧が基本でございます。たび重なる台風でございますが、今回の１８号、２３号というの

は、まれな台風というふうに国も理解しておりますので、どの台風ぐらいで持つかどうかという

のはお答えがちょっとしかねるというところでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。武政議員。 

○議員（１１番 武政 輝夫君）  １１番、武政。この議決をいただきましたら翌々日から３月の

３１日までと工期があるわけですが、この図面Ａ、Ｂを見まして、あの岩浜の海水浴場、旧海水

浴場で、この３１日までに完成ができるか。あの被害を見ますと大変なんですよ。どんなんでし

ょうかね。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  お答えをいたします。工期につきましては、３月３１日という

ふうに予定しておりますが、この案件につきましては、繰り越しを想定しております。したがい

まして、最終日になろうかと思いますが、繰越明許の議決をいただきましたら、工期を延ばす予

定にしております。で、参考までに工期は１７年の６月末を想定しております。 

○議長（新山 玄雄君）  武政議員。 

○議員（１１番 武政 輝夫君）  決して八百長でも何でもございません。さっきちょっと浜戸議

員と関連をいたしますが、平成３年中本町長就任以来、この箇所は毎回の台風で破れてます。実

際のところ。ですから、工期にこだわらずもう綿密な工事で、ひとつ最強の岩浜海岸をつくって

いただきたい。旧橘町では海水浴場のメッカとして今まできたんです。あのイメージをもう一度

思い起こさせていただきたい、施設にしていただきたいんです。よろしくお願いをいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  答弁、（「いや、要りません」と呼ぶ者あり）いいですか。ほかに質疑

はございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。議案第３５号、討論はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  私は今回の災害復旧について、それを否定するもんではありま

せん。しかし、私もずっと契約を見てきまして、入札状況を見てきまして、ここ新町以後のいわ

ゆる箱物を含めたＡランククラスの入札に対する比較、これ本当高いです。９８といったら実際

的には異常な状況なんです。私たちもずっと見てきて、この制度が始まった当時は９２ぐらいか

ら始まりました。大体９２ぐらいで競り合ってきた。そして、８％ぐらいはそれなりに行政が徹

底してやってきたと。しかし、今９８で何億の工事をやっていったら、私は本来の行政がいうな

ればやらなければいけない部分として、実際的には私は入札残をどう生かしていくかという部分

もあります。確かに災害のように入札残が出てもらったら困るという部分が逆に発生するかもわ

かりませんが、それにしても実際的には非常に高いという状況なんです。私はあえて今後競争に

本来の指名競争入札、本当に競り合うＡランクの入札を求めて討論としておきます。 

 以上です。 

 実際的には、今言いましたように、入札比較に対して実際９８ということは認められないとい

うことを明らかにし、反対討論といたします。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  次に、賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  反対討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第２９、議案第３５号平成１６年度平成１６災岩浜海岸災害復旧工事の請負契約の締結に

ついて、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 先ほどの質疑で、嶋元下水道課長、答弁お願いします。嶋元下水道課長。 

○下水道課長（嶋元 則昭君）  先ほどの議案３０号の件で、日良居地区の加入者の戸数をお答え

できませんでしたので、お答えいたします。 

 現在供用開始して使用されているところの件数が２９４件でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  なお、本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。 
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────────────・────・──────────── 

日程第３０．議案第３６号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第３０、議案第３６号平成１６年度平成１６年災船越Ｃ護岸災害復

旧工事の請負契約の締結についてを上程し、これを議題とします。補足説明を求めます。椎木助

役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第３６号平成１６年度平成１６災船越Ｃ護岸災害復旧工事の請負契

約の締結につきまして、補足説明を申し上げます。 

 本案は、平成１６災船越Ｃ護岸災害復旧工事の請負契約の締結につきまして、去る平成１７年

３月１日に町内業者１３社で入札を行い、白木産業株式会社が４,８８０万円で落札し、落札価

格に消費税を加えました５,１２４万円で契約を締結しようとするものでございます。工事の内

容につきましては、護岸堤体工２７１.４メートルと、この工事区間にあるゲート３門の復旧工

事となっております。参考までに落札率は９６.８３％でございます。つきましては、地方自治

法並びに周防大島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の

規定によりまして、議会の御議決をお願いするものでございます。何とぞよろしく御審議の上、

御議決をお願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第３６号、質

疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  結果的に今助役の方が補足説明された９６.８３いうことが数

字が言われました。それで実際的にそれぞれ業者間でどういうようなやり取りがあるんかわかり

ません。しかし、考えてみたら、それぞれ旧町のそれぞれの業者が旧町へ出た分は高い落札率で

取ってずっときよると。これは客観的事実なんですよ。だからそこに何らかのメスを加えるべき

じゃと、入れるべきだという点を再度言うておきます。答弁は要りません。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  先ほどの３５号と同じになりますが、ここの強度については、や

っぱり原則どおりの強度でやるのかどうか、強化したのかどうか、ここもお願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  お答えをいたします。原形復旧でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  しかし、ここは反対側に民家とか、そういうように直接破れたら

被害がすぐ被るようなとこじゃないんでしょうかね。やはりそういうとこであれば、やっぱりも

う今まで過去のそういう災害には耐え得るようなことをしないと、何回、今度──今までは幸い

にも人命とかになかったんかもしれませんけども、ある可能性はあるわけですからね。そりゃ予
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想外の台風がきたというようなの、これはもう自然災害ですから仕方がない。しかし、予想ので

きる範囲内はやっぱりやっていかんと、もういたちごっこ、いたちごっこちゅう言い方は悪いん

ですが、そりゃやっぱり人命のことを考えると、やっぱりそれはやるたびに強度を上げていかん

と、それが地震だってそうじゃないですか。やはり地震でそういうようになったところじゃった

ら強度を今度上げて建築をすると。建築基準なんかもやっぱりだんだん変わってくるわけですか

らね、やっぱりそれやっていくべきだと思いますが、いかがですか。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  御指摘の点につきましては、そのとおりだと思います。しかし

ながら、この国の災害査定という制度を変えていただかないと、これは無理だと思いますので、

議員さんもその辺方国の方にお力をよろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  それなら町長にも言うときますが、これは議員だけではなかなか

難しいと思います。ぜひこれは管理者として執行者として、同じようにものを言うていただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  斎藤水産課長。 

○水産課長（斎藤 正明君）  現時点の箇所は、一応全面に海岸保全で（  ）を計画してずっと

年次計画をやっておりますので、その点については年々丈夫になってくるように思っております

ので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑は、田村議員。 

○議員（９番 田村 三郎君）  私が答弁するのはおかしいんですけど、この場所は民家はありま

せんけど、イワシ網の加工場、これが２件あります。武政議員じゃないんですけど、反対ですけ

ど、なるべく早急に６月末からイワシとれるんです。なるべく早急に堅固にお願いしたいと思い

ます。答弁要りません。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。議案第３６号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第３０、議案第３６号平成１６年度平成１６年災船越Ｃ護岸災害復旧工事の請負契約の締

結について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３１．議案第３７号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第３１、議案第３７号土地の取得についてを上程し、これを議題と

します。補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第３７号土地の取得につきまして補足説明を申し上げます。 

 沖浦東地区農業集落排水施設整備にかかわります処理場用地につきまして、このたび町と土地

所有者との間で売買の合意に達したところでございます。議会の御議決をいただき、土地の取得

をしようとするものでございます。面積は５,０５８平方メートル、購入金額は１,０１１万

７,３００円でございます。何とぞ慎重な御審議の上、御議決を賜りますよう、よろしくお願い

いたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第３７号、質

疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。議案第３７号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第３１、議案第３７号土地の取得について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３２．議案第３８号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第３２、議案第３８号市町村の廃置分合に伴う山口県市町村災害基

金組合を組織する地方公共団体の数の減少についてを上程し、これを議題とします。補足説明を

求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  それでは、議案第３８号市町村の廃置分合に伴う市町村災害基金組合を

組織する地方公共団体の数の減少につきまして、補足説明を申し上げます。 

 山口県市町村災害基金組合は、市町村の合併の特例に関する法律第９条の３の規定によりまし
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て、平成１６年１０月１日以降従前の例により事務を行ってまいりましたが、当該機関の組合を

組織する地方公共団体の合併による数の減少につきまして、地方自治法第２８６条の規定に基づ

き協議をするものでございます。 

 慎重なる御審議の上、御議決を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第３８号、質

疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。議案第３８号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第３２、議案第３８号市町村の廃置分合に伴う山口県市町村災害基金組合を組織する地方

公共団体の数の減少について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３３．議案第３９号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第３３、議案第３９号山口県自治会館管理組合を組織する地方公共

団体の数の増加及び規約の変更についてを上程し、これを議題とします。補足説明を求めます。

椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第３９号山口県自治会館管理組合を組織する地方公共団体の数の増

加及び規約の変更につきまして、補足説明を申し上げます。 

 山口県自治会館管理組合は、平成１７年４月１日から下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、

下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市及び山陽小野田市が加入するため、同

組合の規約の一部を変更しようとするものでございます。 

 何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第３９号、質

疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。議案第３９号、討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第３３、議案第３９号山口県自治会館管理組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規

約の変更について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（新山 玄雄君）  以上で、本日の日程は全部議了しました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 次の会議は、３月１１日金曜日、午後１時から開きます。（「明日ですか」と呼ぶ者あり）明

日です。 

○事務局長（山内 章弘君）  御起立願います。一同、礼。 

○議長（新山 玄雄君）  御苦労さまでした。１０分休憩して全員協議会を開催しますので、この

場で行います。 

午後５時02分散会 

────────────────────────────── 


